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（午前１０時００分 開会）

議 長（福西広理君） 皆様、おはようございます。

これより令和３年川西町議会第１回定例会を開会いたします。

なお、本定例会におきましても、新型コロナウイルス感染予防対策のため、出席者全

員にマスクの着用を求めますので、御了承ください。

ただいまの出席議員は１１名で、定足数に達しております。よって議会は成立いたし

ましたので、これより会議を開きます。

町長より、定例会招集についての挨拶を受けることにいたします。

町長。

町 長（竹村正匡君） 議員の皆様、おはようございます。

本日ここに、令和３年川西町議会第１回定例会を開催いたしましたところ、議員各位

におかれましては、公私何かと御多用の中、御出席を賜り、まことにありがとうござい

ます。また、平素より町政運営に関しまして格別の御理解、御協力を賜っておりますこ

とに厚く御礼申し上げます。

さて、昨年より猛威を振るっております新型コロナウイルスでございますが、いわゆ

る第３波としての流行も表面上収まりつつあるものの、医療体制がまだまだ厳しい状況

にあることから、首都圏などの一部地域においては、今でも緊急事態宣言が適用されて

いる状況下にあります。

本町においても、今年に入ってから新規感染者が発生していること、また、感染力が

高いとされる変異型のウイルスが関西圏でも確認されていることなどから、引き続き警

戒を続けていく必要があると考えております。なお、コロナ対策の切り札として期待さ

れているワクチン接種が、いよいよ本町でも本格化いたします。供給量が不透明である

ことから、接種スケジュールがなかなか立てづらい面がありますが、町内医師会との協

議、役場職員の協力、事前の模擬演習などにより、万全の体制を確保していく所存でご

ざいますので、議員各位の御理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。

そのような中、本定例会を招集し、議会に提案いたしておりますのは、令和３年度一

般会計、特別会計及び事業会計予算案８件、令和２年度一般会計、特別会計及び事業会

計補正予算案７件、条例の制定及び一部改正など条例関係１５件、指定管理者の指定や

道路線の認定など、その他の案件５件の合計３５件の案件でございます。

何とぞ慎重審議賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶とさせていただき

ます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

議 長（福西広理君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、３番 福山臣尾議員及び４番

堀 格議員を指名いたします。

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。

お諮りいたします。

本定例会の会期は、本日より１９日までの１２日間といたしたいと思いますが、御異
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議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認め、本定例会の会期は、本日より１９日までの１２

日間と決定いたしました。

日程第３、諸報告に入ります。

報告第１号、令和２年１２月から令和３年２月期までの例月出納検査の結果報告が提

出されておりますので、西田監査委員に報告を求めます。

西田監査委員。

監査委員（西田亜希子君） 監査報告。令和２年１２月から令和３年２月期に実施いたしま

した例月監査の結果を御報告申し上げます。

堀監査委員とともに、地方自治法第２３５条の２第１項並びに地方公営企業法第２７

条の２第１項の規定により、令和２年度の川西町一般会計及び特別会計並びに企業会計

の出納及び予算の執行状況につきまして、会計管理者並びに事業課長に必要な調書の提

出を求めて、関係帳簿及び証拠書類を対照しながら説明を受け、厳正なる審査を実施い

たしました結果、各会計における予算の執行並びに現金の出納・保管などについては、

過誤もなく適正に行われているものと認めましたので、ここに御報告申し上げます。

令和３年３月８日

監査委員 西田 亜希子

議 長（福西広理君） 以上で諸報告が終わりました。

これより議事に入ります。

お諮りいたします。

日程第４、議案第３号、令和３年度川西町一般会計予算にについてより、日程第３８、

諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦についてまでの各議案につきましては、既に招

集通知とともに配付しております関係上、各位におかれましては熟読願っておりますの

で、この際、議案の朗読を省略したいと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認め、議案の朗読を省略します。

お諮りいたします。

日程第４、議案第３号、令和３年度川西町一般会計予算についてより、日程第３６、

議案第３５号、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良

県市町村総合事務組合規約の変更についてまでの議案３３件を一括上程したいと思いま

すが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認め、一括上程いたします。

当局の説明を求めます。

町長。

町 長（竹村正匡君） それでは、これより、令和３年度川西町一般会計当初予算案を初

め、今議会に上程いたしました諸議案の提案要旨について御説明いたします。
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まず、新年度における町政運営の基本方針と主な施策の概要を申し上げ、議員各位を

初め、住民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。

既に冒頭の挨拶でも触れましたとおり、我が国を初め世界的な新型コロナウイルス感

染症の蔓延と、これによる社会経済への深刻な影響により、私たちはこれまでとは全く

異なった生活様式、行動理念が求められ、川西町においてもそれに対応した行財政運営

を迫られていることは、皆様御承知のとおりでございます。

しかしながら、こうしたコロナ禍にあっても、私は、町の基本理念やまちづくりの基

本方針の根本が揺らぎ、ぶれることがあってはならないと考えておりますし、これまで

推進してまいりました数々の施策を充実させ、成果として結実させることが重要と考え、

新年度予算におきましても、そうした考え方の下、編成作業を進めたところでございま

す。

去る１月に発表された政府の「令和３年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態

度」によれば、緊急経済対策や総合経済対策及び３度にわたる補正予算によっても、令

和２年度の実質国内総生産（ＧＤＰ）はマイナス５.２％程度と見込まれているところで

すが、令和３年度においては、総合経済対策の円滑かつ着実な実施により、公的支出に

よる経済の下支えを図りつつ、設備投資を初めとする民間需要を呼び込みながら、実質

ＧＤＰ成長率を４％程度と、年度中に経済の水準をコロナ前に回帰することを見込まれ

ているところです。

そして、こうした中で公表された令和３年度地方財政計画は、総額８９.８兆円で、対

前年度マイナス１％となっておりますが、歳入のうち一般財源総額では６３兆１,０００

億円、このうち交付団体ベースの一般財源では６２兆円、対前年度比プラス０.４％と、

地方税、地方譲与税が落ち込む中にあって、地方交付税、臨時財政対策債を増額確保さ

れ、地方行財政の安定的な運営に加え、地域社会のデジタル化、防災・減災、国土強靱

化など重要課題への取組のため必要な財源手当てがなされたところでございます。

このような背景のもと、令和３年度は、川西町にあっては町政運営の最上位計画、第

３次総合計画の前期計画が最終年度を迎えることから、４つの基本方針である「人・企

業にとって魅力あるまちづくり」「子どもや子育てをしている人にとってやさしいまち

づくり」「安心して暮らせるまちづくり」「地域と共につくるまちづくり」を施策展開

の基礎に据えつつ、これまで進めてきた「子育て世帯への支援の充実」や県が計画する

「大和平野中央プロジェクト」との連携・推進、そして、新型コロナウイルス感染拡大

防止や自治体におけるデジタルトランスフォーメーションの推進、脱炭素社会の実現に

向けた環境対策への取組など、新たなまちづくりや行政課題への対応も踏まえながら予

算編成を行ったところでございます。

その結果、令和３年度川西町一般会計の予算規模は、４７億２,６２７万円６,０００

円、前年度から１０億８,３０２万円、対前年度比１８.６％の減となりました。なお、

予算額の減少は、昨年度から本格稼働を始めた工業団地造成工事に係る土地開発公社負

担金が皆減となったことや、土地開発公社貸付金の償還金を原資とした基金積立金が皆

減となったこと等によるものであります。



- 8 -

主な歳入としては、町税がおよそ１０億５,０００万円で、前年度比５,１００万円の

減、地方交付税が１２億６,０００万円で前年度同額、国庫支出金は６億１,６００万円

で４,４００万円の増、基金繰入金が６億６００万円で３億２,６００万円の減、町債が

４億２,３００万円で３億３,７００万円の減等と見込んでいますが、町税、地方交付税

のほか、臨時財政対策債など主要な一般財源の合計額は２７億２,７００万円と、前年度

より微増しております。

次に、国民健康保険を初めとする５つの特別会計の予算額であります。

総額で２１億７,０４９万円、前年度から２,４３９万２,０００円、対前年度比１.

１％の減となりました。

国民健康保険特別会計では、被保険者数が減少する中、高度医療や高齢化等による保

険給付費や高額療養費の増加が見込まれ、予算額はおよそ８,７００万円、８.９％の増

となりました。

後期高齢者医療特別会計は、おおむね前年度並みで、予算額では微減となりました。

介護保険事業勘定特別会計では、予定していた認知症高齢者グループホーム整備計画

が中止されたことにより、施設整備等に係る補助金や介護サービス給付費等の減により、

予算額は１億１,７００万円、１１.３％の減となりました。

介護サービス事業勘定特別会計は、地域包括支援センター業務の町直営化に伴い、介

護予防支援事業所の指定を受け、介護報酬を得て行う業務については経理を区分する必

要があるため、新たに特別会計を設置したものですが、初年度の予算額を５００万円と

見込んでおります。

住宅新築資金等貸付事業特別会計は、貸付金元利収入の増に伴い、回収整理等に係る

事務費等の増を見込んでいます。

次に、公営企業会計の水道事業会計予算ですが、業務予定量として、給水戸数３,５８

０戸、年間総給水量が９６万立米、建設改良費として配水管布設事業１,４７９万円を予

定しており、水道事業収益２億３,７６６万６,０００円、水道事業費用３億９,６７４万

円を見込んでおります。

この事業費用の大幅な超過は、令和４年度からスタートする磯城郡広域水道企業団事

業に伴う設立準備経費のほか、特別損失として、浄水場の跡地活用のため、浄水場施設

除却費用及び固定資産の減価償却費などを計上したことによるものでございます。

また、資本的収入及び支出では、資本的収入で１億４,４２４万６,０００円、資本的

支出で８,７３８万円を見込んでいます。

次に、下水道事業会計予算ですが、業務予定量として、水洗化人口７,０４５人、年間

総処理水量９９万７,０００立米を予定し、収益的収入及び支出では、下水道事業収益・

費用とも２億４,８１９万２,０００円を見込むとともに、資本的収入及び支出では、収

入・支出とも７,９６４万９,０００円を見込んでいるところでございます。

それでは、これより「令和３年度予算案の主要施策の概要」により、新規・重点事業

について御説明いたします。

まず、２ページ、総務課予算であります。「１ 庁舎等管理事業」におきまして、省エ
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ネによるＣＯ２削減のため、庁舎内の照明のＬＥＤ化の計画的推進を図ります。

「３ 基幹システム共同化の推進及び情報システムの充実」では、住民基本台帳や税な

ど本町の基幹システムを適切に稼働・運用するため、所要の保守や機器等の更新・整備

を行うとともに、セキュリティ対策の充実を期してまいります。

３ページ、総合政策課予算ですが、「２ 企画事業」においては、本町の最上位計画に

当たる第３次川西町総合計画 後期計画策定のため、町民の方々の意向調査を実施し、次

期５カ年の取り組むべき施策の検討を進めます。

また、現在のコミュニティバスの運行を踏まえつつ、最適な公共交通の在り方につい

て、川西町地域公共交通会議の議論に基づき、川西町地域公共交通計画を策定いたしま

す。

さらに、地域コミュニティ活動の活性化とその支援のため、引き続き、住民が行うま

ちづくり事業や自治会活動の助成を行うとともに、活動拠点となる地域集会所の改修・

修繕等に対する支援の拡充を図ります。

４ページに移りまして、「４ 新型コロナウイルス感染症対策関連事業」では、いまだ

収まらぬコロナ禍にあって、消費喚起による地域経済の活性化及び生活支援・所得補塡

を目的として地域振興券の発行を行うとともに、町のコロナ対策事業の窓口となり協

力・支援いただいている自治会に対し、事業協力金を交付いたします。

「５ 商工業振興事業」では、新たに地域マーケット（マルシェ）の開催を企画し、地

産地消の推進と、町民による起業機会の創出を図ります。

さて、大規模プロジェクトの一つ、「８ 工業ゾーン形成事業」でありますが、昨年１

０月から唐院工業団地周辺地区整備工事が土地開発公社により進められ、現在、工事車

両進入路を整備しながら調整池工事に着手しているところでございます。本年１０月頃

を予定として調整池を完成させ、その後、いよいよ団地造成に係る盛土工に着手する予

定をしております。

「９ 都市計画事業」では、県の進める大和平野中央プロジェクトに呼応・連携し、関

連施設の誘致やその整備・協力を推進するため、地権者意向調査を実施いたします。土

地の適正利用・有効活用を図り、誘致施設を核とした付加価値の創出を目指してまいり

たいと考えております。

５ページ、住民保険課予算ですが、「２ 福祉医療対策の推進」では、障害のある方、

ひとり親家庭、子どもの健康保持と増進を図るため、引き続き、町単による拡充分も含

め、医療費助成を実施してまいります。

７ページに移りまして、「７ 環境衛生の推進」では、町民の皆さんとともにごみの減

量化と環境負荷の軽減を推進するため、生ごみ処理機、堆肥化容器の購入助成制度の拡

充を図ります。

８ページ、健康福祉課予算では、「３ 児童・母子福祉の推進」として、コロナ禍にお

いて影響を受けている子育て世帯の経済的負担を軽減するため、保育所児童等の副食費

に対する助成措置を延長いたします。また、学童保育所の利用増に対応し、川西学童保

育所の増築事業に着手いたします。
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９ページに参りまして、「８ 保健衛生事業の推進」では子育て世帯への支援として、

妊産婦から乳幼児を抱える方々に対し、各種教室の開催や健康診査等を実施し、育児に

関する様々な悩み等に対する専門的相談やサポートを行いながら、地域で子育てを支え

る体制整備、いわゆる川西町版ネウボラ事業を引き続き実施してまいります。

１０ページ、長寿介護課予算ですが、「２ 介護保険対策の推進」では、地域包括支援

センターの町直営化を契機に、関係機関との連携強化やワンストップ対応、切れ目のな

い支援に向け、相談支援体制の充実を図ります。また、住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを続けられるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地

域包括ケアシステムの進化・推進に努めます。

１１ページ、事業課予算でございます。「２ 農業基盤の整備」でありますが、生産基

盤である農業用施設の補修・整備として、東城樋水門及び杉ノ木井堰の改修を実施いた

します。また、「３ 稲作病害虫防除対策等作付支援事業」として、今年度、トビイロウ

ンカの大量発生により稲作栽培で多大な被害を受けた農家の方々が営農意欲を失うこと

なく、引き続き担い手として農業に従事いただけるよう、必要な支援措置を行います。

１２ページをお願いします。「７ 森林環境保全事業」では、森林環境教育や木材利用

の促進及び森林環境保全の普及・啓発の一環として、森林環境譲与税を活用し、乳幼児

の木製指導用玩具の購入や木製製品の充実を行います。

１３ページに移りまして、「９ 空き家対策の推進」では、老朽化した空き家の除却や

利用可能な空き家の活用支援を引き続き行うとともに、実態調査に基づいた空家等対策

計画を策定して、利活用の促進に努めます。

「１０ 道路整備の推進」では、生活を支える最も基本的な社会基盤である道路の安全

と円滑・快適な通行の確保のため、町内各所における舗装・補修の工事予算を増額確保

するとともに、老朽化した橋梁、町道梅戸２８号線１号橋の整備や町道結崎９号線の道

路改良工事を行います。

１４ページ、結崎駅周辺整備事業室予算でございます。「１ 駅周辺整備事業」でござ

いますが、交通結節機能の強化と、安全で円滑な交通環境の実現や交流・にぎわいの創

出等を目指す本町の中核的プロジェクト、結崎駅周辺整備事業も、いよいよ駅前ロータ

リーやアクセス道路が完成し、新年度は駅前駐車場・駐輪場の供用を開始するとともに、

引き続き西側駅前広場の整備を進め、さらに、近鉄結崎駅舎の移設や駅構内施設の改良

に着手することとしております。また、駅南側踏切の拡幅工事に向けた用地買収や踏切

道路工事に係る設計業務にも着手いたします。

一方、駅北側県道踏切拡幅に関連して、「２ 東城地区整備事業」では、地区内の鉄道

踏切廃止に伴う地区内生活道路及び農耕車両通行のための機能復旧事業や防災安全事業

を行うこととしており、新年度は、用地買収を進めるとともに、バイパス道路の新設や

道路拡幅工事を行うこととしております。

１５ページ、教育委員会予算ですが、「１ 学校教育の推進」では、豊かな人間性と創

造力を備え、知・徳・体の調和の取れた子どもの育成を目標として、引き続き、放課後

子ども学習会として、地域人材の参画・協働による学校・地域パートナーシップ事業を
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推進、また、コロナ禍において影響を受けている子育て世帯の経済的負担を軽減するた

め、小学校・幼稚園における学校給食費の一部を免除する支援措置を延長いたします。

そして、川西小学校において、少人数指導や教科専科講師、外国語指導助手の配置、い

じめ・不登校対策指導員による相談事業の実施など、きめ細かな教育に努めます。また、

地域に親しみや誇り、愛着心を寛容するため、能楽体験事業を引き続き行います。

前倒しされたＧＩＧＡスクール構想の１人１台パソコンの配備完了に伴い、ヘルプデ

スクの設置やＩＣＴ支援員の配置を行い、児童の積極的かつ適切な利活用を促すととも

に、教員の指導体制の環境整備を図ってまいります。

１６ページに参りまして、川西幼稚園においては、幼児の健やかな成長を図り、保護

者の子育てを引き続き支援するため、預かり保育を実施するとともに、体育遊びや英語

遊びの実施のための指導者確保の取組を行ってまいります。

「３ 生涯学習等の推進」では、高齢者教室、子ども音楽講座、男女共同参画セミナー

のほか、史跡ボランティアガイドやアートマネジメントスタッフの養成講座を開催する

予定でございます。また、芸術文化の振興として、本町が能楽観世流の発祥の地である

ことから、今年度より新たに結崎能を開催・上演することとし、町内外に伝統文化を育

んだ川西町と能文化の神髄を知っていただきたいと考えております。

最後に、１７ページでございます。「６ 社会体育の推進」ですが、昨年から延期され

たオリンピック・パラリンピックの開催に当たり、関連事業としてホストタウン事業を

計画、大会参加者、参加国関係者であるプエルトリコの方々との交流事業を予定してお

ります。この事業を通じて、スポーツに対する関心の向上とスポーツを通じた交流、さ

らに異文化交流により、町民及び未来を担う子どもたちに対し、国際理解の推進や本町

に対する愛着と誇りの醸成を図ってまいりたいと考えております。

以上が、議案第３号から議案第１０号までの令和３年度予算及び主要施策の概要でご

ざいます。

続きまして、議案第１１号から第１７号までの令和２年度補正予算について御説明い

たします。

まず、議案第１１号の一般会計補正予算についてでありますが、歳入歳出予算では、

歳入歳出それぞれから１億８,８８２万９,０００円を減じ、総額を７３億８,５９１万３,

０００円とすることとしています。

歳出においては、次年度以降への事業の繰り延べや執行残、人件費の不用額について

減額補正する一方、歳入予算との均衡上、また令和３年度以降の事業費負担、財政負担

に備えるため、減債基金及びまちづくり基金への積立てに係る増額補正を行います。

また、歳入に当たっては、減額する事業費の財源、国費、県費、基金繰入金、町債を

減額補正する一方、普通交付税の予算超過額や減収補塡債の発行増等に関する増額補正

を行います。また、繰越明許費として、庁舎防災対策事業ほか５事業、限度額５億４,６

４７万４,０００円を設定し、令和３年度に繰り越して使用できるようにするとともに、

地方債の補正では、発行限度額の総額を１億５,５７０万円減額し、７億１,７８８万４,

０００円としております。
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次に、議案第１２号、国民健康保険特別会計補正予算についてですが、歳入歳出それ

ぞれに１万１,０００円を加え、予算総額を１０億３,２６６万１,０００円とするもので

ございます。これは、特定健診受診者の減少と令和元年度の国費・県費負担金の過誤納

返還金の増による補正でございます。

議案第１３号の後期高齢者医療保険特別会計補正予算については、歳入歳出に６５万

６,０００円を加え、予算総額を１億６,６４９万７,０００円とするものでございます。

これは、広域連合の保険料等負担金及び保険基盤安定負担金の増に伴う補正でございま

す。

議案第１４号の介護保険事業勘定特別会計補正予算は、歳入歳出それぞれから４,８７

０万２,０００円を減じ、予算総額を１０億６５３万円とするものでございます。これは、

予定していた認知症高齢者グループホーム整備計画が中止されたことに伴い、施設整備

等に係る補助金が不執行となったことによる減額でございます。

議案第１５号の住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算についてでありますが、歳

入歳出それぞれから２万１,０００円を減じ、予算総額を９４０万５,０００円とするも

のであります。県補助金の減額に伴い、事務費等の調整を行っております。

公営企業関係として、議案第１６号の水道事業会計補正予算においては、収益的収入

及び支出の予定額について、水道事業収益で営業外収益を１４８万８,０００円増加し、

予定額を２億２,１４４万５,０００円に、水道事業費用で営業費用を３２万８,０００円、

営業外費用を３８万７,０００円増加することとし、予定額を２億６万６,０００円に補

正することとしております。これは、貸倒引当金の戻入増並びに固定資産減価償却費及

び確定消費税の増によるものでございます。

議案第１７号の下水道事業会計補正予算においては、資本的収入及び支出の予定額に

ついて、資本的収入で企業債を７,６００万円、負担金を５５万２,０００円、補助金を

７,６００万円増加し、資本的支出では、建設改良費を１億５,２５５万２,０００円増加

し、その予定額をそれぞれ２億４,５７５万７,０００円に補正しております。これは、

国の令和２年度防災安全交付金が補正予算で増額されたことにより、令和３年度事業と

していたストックマネジメント計画に係る下水道人孔蓋改築工事を前倒し実施するべく

補正するものでございます。

以上が、議案第１１号から第１７号までの令和２年度補正予算の説明でございます。

続きまして、条例関係の議案第１８号から第３２号及びその他案件の議案第３３号か

ら第３５号について御説明いたします。

まず、条例関係でございます。

議案第１８号、川西町被災者住宅再建支援条例の制定についてでありますが、これは、

自然災害により生活の基盤となる住宅に被害が生じた被災者で、国等の救済制度の対象

とならない者に対し、町独自で支援金を支給し、住宅の早期再建による生活の安定と被

災地の速やかな復興を図るため、新たに制度化を図るものでございます。

次に、議案第１９号の川西町道路附属物自動車駐車場に関する条例及び議案第２０号

の川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例の制定についてですが、結崎駅前駐車
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場・駐輪場の整備に伴い、この駐車料金及び運営方法等を道路法第２４条の２第１項の

規定により、条例で定めるものでございます。

議案第２１号の固定資産評価審査委員会条例及び職員の服務の宣誓に関する条例の一

部改正については、行政手続の簡素化と住民の負担軽減及び利便性確保の見地から、行

政書式や手続を見直し、町長部局における関係２条例の改正を行うものでございます。

議案第２２号の川西町附属機関設置条例の一部改正ですが、町に設置する附属機関と

して新たに健康づくり推進協議会及び健康増進計画及び食育推進計画策定委員会を追加

するとともに、現行の地域公共交通会議にあっては担当する事項を、高齢者虐待防止ネ

ットワーク会議にあってはその名称を改正するものでございます。

次に、議案第２３号の川西町国民健康保険税条例の一部改正は、地方税法及び同法施

行令の改正並びに国民健康保険の県単一化に伴い、国民健康保険税の減額対象となる所

得基準の見直しと減免要件の見直しを行うものでございます。

議案第２４号の川西町特別会計条例の一部改正は、地域包括支援センターの町直営化

に伴い、介護サービス事業の経理を一般会計と区分して行う必要が生じたことから、介

護保険介護サービス事業勘定特別会計を追加設置するものでございます。

また、議案第２５号の川西町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正についてですが、これは、学童保育所の指導員について、放課後

児童支援員の基礎資格を有する研修受講予定者をみなし支援員とする経過措置を令和５

年３月末まで延長するものでございます。

議案第２６号の川西町放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正については、学童

保育所の利用に関する要望を受け、利用形態の見直しを行って、一部利用の区分を夏

季・冬季・春季休業日に加え、学校給食を提供しない短縮授業日を含めることとし、当

該保育料については据え置くとする改正でございます。

議案第２７号の川西町国民健康保険条例の一部改正は、新型インフルエンザ等特別措

置法の改正に伴い、新型コロナウイルスの定義規定を改めるものでございます。

議案第２８号の川西町介護保険条例の一部改正ですが、第８期介護保険事業計画に基

づき、保険料率の設定期間、第１号被保険者の段階ごとの保険料率、減額賦課に係る保

険料率を変更するとともに、新型コロナウイルスの定義規定を改正するものでございま

す。

次の議案第２９号、川西町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

から、議案第３２号の川西町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部改正についての４議案の条例改正についてでありま

すが、これは、厚生労働省令で定められた基準が改正されたことに伴い、町条例で規定

するそれぞれの基準を改正するものでございまして、主な改正点は、高齢者の虐待防止、

ハラスメント対策の強化、感染症対策の強化、業務継続に向けた取組強化、会議等にお

けるＩＣＴの活用などを追加するものでございます。
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条例関係については以上であります。

続きまして、その他の議案について御説明いたします。

まず、議案第３３号の川西町体育施設の指定管理者の指定についてですが、川西町中

央体育館ほか６施設の指定管理者をＮＰＯ川西スポーツクラブとすることについて議決

を求めるものでございます。なお、指定期間は、令和３年４月から令和６年３月までの

３年間としています。

次の議案第３４号、川西町道路線の認定についてですが、路線名 結崎１４９号線、起

終点が結崎６３９－２地先から６３９－９地先までとする新規路線の認定に関し、道路

法第８条の規定により議決を求めるものでございます。

議案第３５号の奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈

良県市町村総合事務組合の規約の変更についてですが、同組合の構成団体である葛城行

政事務組合が解散することに伴い、構成団体の数の減少及び規約の変更について協議が

ございましたので、議決を求めるものでございます。

説明は以上であります。

議員各位におかれましては、何とぞ慎重御審議の上、御賛同賜りますよう、心からお

願い申し上げます。

議 長（福西広理君） 説明が終わりました。

お諮りいたします。

ただいまの各議案については、それぞれ所管の常任委員会に付託することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認め、総務建設経済委員会、厚生委員会に付託いた

します。

なお、各委員会の開催は通告のとおりですので、お願い申し上げます。

お諮りいたします。

日程第３７、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦について、日程第３８、諮問第

２号、人権擁護委員候補者の推薦についての２件を一括上程したいと思いますが、御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認め、一括上程いたします。

当局の説明を求めます。

町長。

町 長（竹村匡正君） まず、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてでありま

すが、任期満了に伴い、人権擁護委員候補者として、川西町大字結崎８７番地の椿井勇

司氏を再度推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。

なお、任期は、令和３年７月から３年間となっております。

次の諮問第２号、こちらもまた、人権擁護委員候補者の推薦についてでありますが、

現人権擁護委員の池田安希子氏の後任として、新たに川西町大字下永６１８番地の堀田
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啓子氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでありまして、任期は、同じく令和

３年７月から３年間でございます。

説明は以上でございます。

何とぞ御同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

議 長（福西広理君） 説明が終わりました。

まず、諮問第１号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております諮問第１号につきましては、異議がないと答申したい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認めます。よって、異議がないと答申することに決定

いたしました。

次に、諮問第２号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております諮問第２号につきましても、異議がないと答申したい

と思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認めます。よって、異議がないと答申することに決定

いたしました。

以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。

明日３月９日午前９時より、一般質問及び総括質疑のため会議を再開します。

また、本日各常任委員会に付託されました各議案は、３月１９日の本会議において委

員長の報告を求めることにいたします。

本日の会議は、これをもって散会いたします。ありがとうございました。

（午前１０時５０分 散会）
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日程 議案番号 件 名

第１ 一般質問

第２ 総括質疑
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（午前９時００分 再開）

議 長（福西広理君） 皆様、おはようございます。

これより令和３年川西町議会第１回定例会を再開いたします。

本日におきましても、新型コロナウイルス感染予防対策のため、出席者全員にマスク

の着用を求めますので、御了承ください。

ただいまの出席議員は１１名で、定足数に達しております。よって、議会は成立いた

しましたので、これより本日の会議を開きます。

日程第１、一般質問に入ります。

それでは、質問通告順により順次質問を許します。

６番 安井知子議員。

６番議員（安井知子君） おはようございます。議長の許可を得まして、一般質問させてい

ただきます。

竹村町長の３期目への出馬の意思及び意気込みについて。

令和３年７月に川西町長選があります。現職の竹村町長にとりましては、２期目任期

満了となります。川西町は、桧垣町長２８年、上田町長２０年と、約半世紀にわたり安

定町政が続いていましたが、そろそろ若い力を必要としていた矢先、突如彗星のごとく

４０歳の若者が現れ、保守王国川西町を治めるという、「俺の、私の川西町はどうなる

のか」と、皆は期待と心配でいっぱいでした。ただただ若さと一橋大学卒業と銀行マン

だったという経歴を頼りに、町民は町政をお任せした次第です。

まずは数字に強いという能力を発揮され、節約のため諸所の無駄を取り除くことから

始まり、部下を知るために、取りこぼしなく全ての職員と個人面接をし、意思の疎通を

図られました。

一方、町民サービスとして、町民のニーズに即対応できるよう、体制をピラミッド型

からフラット型に変え、部長制の廃止、８課長制に変更されました。８課長にとっては

きつい仕事になったかもしれないですが、見事スリム化し、成功したように思います。

次に、歳入増加のため、債権管理課を作り、滞納を減らすため、町民と話合いの下、

解決に力を注がれました。水道料金も収納率を１００％近くへ、給食費の公会計化、予

算の組み立てにも無駄をなくし、基金も増えてきました。基盤が固まったところで、４

つの活力プランを掲げ、町政を進めてこられ、今も進行中です。

中でも、こども園の誘致を初め、ネウボラ事業など子育て支援を充実し、加えて、特

別養護老人ホームの誘致を初め、グループホームの誘致も予定されています。その上、

経常収支比率も奈良県下一番となり、そこで得た余剰金をコロナ対策に使うことができ

ました。

また、駅前周辺整備、工業ゾーン創生と２つの大きな事業に着手され、どんどん工事

は進んでいます。何としても竹村町長の手で成功させ、人口の増加及び活性化、税金の

増収になるよう見届けていただきたい。また、荒井知事が発表された大和平野中央プロ

ジェクトの推進についても覚書を交わされましたが、内容の確定がまだです。荒井知事

との関係を８年間良好なものに温めてこられました成果を見せていただきたい。二度の
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選挙のない登板は、町政に対する思いをアピールする機会が少なく、さぞ心もとなく、

御心痛も多かったことでしょう。今が正念場。８年間地盤を固め、これからが竹村町長

を筆頭に職員・町民が力を合わせ、花を咲かせ、実を収穫するのです。

川西町民は大きな期待をかけています。どのような意気込みで７月の町長選に臨まれ

ますか。お答えください。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 安井議員の御質問にお答えするに際し、まずは、御質問の中で、

私に成り代わり、施策・成果について種々御説明いただきましたこと、感謝申し上げま

す。

私からも、改めてこれまでの取り組みについて申し上げたいと思います。

平成２５年８月に川西町長に就任し、町政を担ってから、早いもので８年になろうと

しています。振り返りますと、町民皆様の御理解と御協力のおかげで、様々な分野で多

くの事業を成し遂げることができました。心より感謝申し上げます。

直近では、新型コロナウイルスという新たな困難に対し、町民の皆様の不安を少しで

も和らげるため、最優先で対処すべき事案として各種対策に当たっているところであり

ます。

ここで少し、私が町長を務めさせてもらおうと決意した原点について触れたいと思い

ます。

本日は３月９日。あと２日で東日本大震災より１０年が経過いたします。私は、かつ

て、福島県いわき市にて銀行員として勤務していた時期がありました。福島原発の近く

の太平洋に面する都市でございます。当地では毎日海岸沿いに営業活動に励んでおりま

したが、ちょうど震災１年前に都内に戻ることとなりました。ですので、震災が起きた

ときには大変心を痛めました。福島にいれば津波に巻き込まれたかもしれない。当時親

しくしていた取引先の皆さんや会社同僚たちが、言葉にできない苦労をしながら生活し

ている。その後、報道などで被災地の皆さんが震災復興に向けて立ち上がる姿を何度も

目にいたしました。そして、私もふるさと川西で何かお役に立つことはないだろうかと

の思いが募り、町長選に出馬、今日に至った次第でございます。

就任後は、初心を忘れることなく、川西町民の皆様の幸福と町の発展のため、住民第

一・住民目線を基本に、いろいろと悩みながらも愚直に努めてまいりました。特に、桧

垣、上田両町長が先頭に立ち、諸先輩方が協力し作り上げてきた、この川西のすばらし

さを途切れさせることなくしっかりと次世代へ継承しなければならないとの思いで、４

つの活力プランを掲げ、諸政策に取り組んできた次第でございます。

それでは、ここで、４つの活力プランに沿って、２期８年間で取り組んだ具体的な施

策について御説明いたします。

「人・企業にとって魅力あるまちづくり」でございます。

２大プロジェクトである結崎駅周辺整備と工業ゾーン創出による企業誘致ですが、結

崎駅については、今年度、バスロータリーが完成し、来年度は西側広場の整備と新駅舎

の建築を予定するなど、順調に進んでおります。工業ゾーンについても、地権者からの
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土地の購入は完了、令和４年秋の企業への分譲を前に造成工事が始まるなど、こちらも

順調に進んでおります。

町内全ての公園遊具の改修、街路灯のＬＥＤ化、島の山古墳防護柵の改修、橋梁の長

寿命化を実施するとともに、油掛地蔵など地域で大切に守り続けている文化財などに対

する補助事業である地域文化保存・継承支援事業の創設、小学校新入生に対する貝ボタ

ンつき制服の支給、町のブランドづくりとして「いい町、ちかい町」のＰＲなど、川西

町の魅力を高める事業を実施、住民の転入に寄与していると感じております。

「子どもや子育てしている人にとってやさしいまちづくり」でございます。

川西町版ネウボラとして、妊娠・出産期から子育て期まで切れ目なく一貫して支援す

る体制を構築するとともに、幼稚園での預かり保育の実施、小学校における学童保育に

ついては、定員を約３倍程度に拡大するなど、子育て環境、特に仕事と家庭を両立でき

るような環境整備に努めてまいりました。また、保護者ニーズの高かった認定こども園

の誘致、通院医療費助成の中学卒業までへの拡大と現物給付化、インフルエンザを初め

とした各種任意予防接種費用の補助制度、病児・病後児保育事業も実現いたしました。

教育分野においては、幼・小・中学校全ての教室にエアコンを整備、ＩＣＴ教育推進

に向け、電子黒板と児童生徒１人１台のタブレット配備を実現いたしました。さらには、

幼稚園においては、複数担任によるクラス運営や外部講師による体育指導・英語指導、

小学校においては、副担任制導入やスクールカウンセラー、ＩＣＴサポーターを設置す

るなど、子どもたち個々の特性に応じたきめ細かい教育を進めております。

「安心して暮らせるまちづくり」でございます。

全自治会で防災組織が設立されたことを受け、防災士育成補助・活動補助制度を創設

するとともに、役場と協働での防災訓練を実施することで地域防災力の強化を図り、災

害に強いまちづくりに努めてまいりました。特に水害への備えとして、県への継続した

陳情の結果、河川の土砂・雑木の除去も実現いたしました。そのほか、デジタル防災行

政無線を整備することで、スマホの活用など、今まで以上に情報伝達手段も進化させま

した。

高齢者の皆様、諸先輩方が安心して暮らせるようにも取り組んでまいりました。特別

養護老人ホームを町内に誘致いたしました。介護認定者へのごみ出し支援（ふれあい収

集事業）や、地域サロン活動団体への補助のほか、高齢者見守りネットワークとしての

日々の見守り体制の構築、コミュニティバスの運行などがございます。また、危険空き

家の除却や利活用などの空き家対策の事業、犯罪被害者支援制度にも取り組んでおりま

す。

「住民参加で開かれたまちづくり」でございます。

広報誌、ホームページの充実化やフェイスブック、インスタグラムの開始による幅広

い手段での情報発信を行うとともに、意見箱の設置やタウンミーティングの開催により

住民意見の集約にも努めました。また、各種計画への住民参加型会議の開催や出前講座

の実施、まちづくり補助金制度の創設などにより、町民の皆様にまちづくりに対する意

識を高める仕組みの構築にも努めました。
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そのほかにも、行財政改革として、組織の見直しや職員数の削減、電力入札や経費の

絞り込み、滞納税の徴収強化などの結果、経常収支比率は県下でもトップクラスとなり、

町の借入金の返済や貯金の積み上げがより一層進むこととなりました。

観光、水道、ごみ処理共同化、コミバスの相互乗り入れなどの近隣市町村との連携強

化、まちづくり包括協定や企業誘致包括協定といった県との連携強化も進んでおります。

以上、２期８年間で様々なことが実現できてきたと感じております。

さて、ここで、御質問の３期目への出馬の意思及び意気込みについてお答えさせてい

ただきたいと思います。

先ほど、これまでの実績について説明いたしました。しかしながら、２大プロジェク

トである結崎駅周辺整備事業、工業ゾーン拡張による企業誘致事業については、現在順

調に進んでいるものの、完成までもう少しだけ時間がかかる見込みでございます。両事

業とも巨額の予算を活用した事業であるがゆえに、最後まで見届ける責任があると考え

ております。また、国家的事業となるコロナワクチン接種が本町でも間もなく始まり、

この事業を滞りなく遂行することが私の役割だと考えております。

さらには、知事との良好な関係構築の結果提案を受けました大和平野中央プロジェク

ト、磯城郡地域でスポーツや健康、教育に関する施設を造り、新たなまちづくりを想像

していくというプロジェクトでございますが、川西町のためにもしっかりと道筋をつけ

ていきたいと考えております。

以上のことから、引き続き町政を担わせていただきたいとの思いより、次期町長選へ

の出馬をここに表明いたします。

今後につきましては、今申し上げましたことのほか、高い評価を受けている子育て施

策の一層の推進、町民の利便性向上に向けた行政のデジタル化の推進、パラリンピック

ホストタウン事業を通じた共生社会の実現、道路・橋梁の補修など美しい空間づくりに

も着手してまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上です。

議 長（福西広理君） 安井議員。

６番議員（安井知子君） 約２,８００日、竹村町長が川西町のために汗をかき、私の質問、

町長の答弁にもあったいろいろな施策、いや、それ以上のことを行ってこられました。

今ここで御破算にするわけにはいきません。田原本町や三宅町に後れをとらないよう、

今が大切です。

大和平野中央プロジェクトの推進は待ったなしです。川西町の分断を止め、町の結束

に力を注ぎ、川西町を今までにない町にしていただきたい。町民も皆、竹村町長の後押

しをしますので、期待に応えてください。

終わります。

議 長（福西広理君） 続きまして、８番 伊藤彰夫議員。

８番議員（伊藤彰夫君） 伊藤です。議長の許可を得ましたので、質問させていただきます。

さきに通告してありますように、「水道庁舎の跡地に防災基地を」についてお伺いい

たします。
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本町の水道水が県水１００％に切り替わったのは、平成２９年６月頃でした。約４年

経過した今、磯城郡３町において水道事業の経営統合が進められています。町職員も３

年前に水道庁舎から本庁舎に移り、水道庁舎は空き家の状態で置かれています。町内に

おいて空き家対策が進められていますが、水道庁舎は今後検討するとのことでした。令

和３年度の水道事業の予算案を見ますと、旧浄水場施設の解体工事を実施し、跡地活用

検討に取り組むとして、浄水場解体工事１億２,１００万円が計上されています。

まず、予算計上の経緯と解体工事の内容についてお伺いします。

次に、周辺の状況を見ますと、大和中央道の延伸事業が始まっており、近い将来、水

道庁舎の前を新しい幹線道路が通ります。また、県道天理王寺線にも接しています。こ

のように地理的条件のよい場所を有効活用するべきだと考えます。面積は、水道庁舎跡

地が約０.６ヘクタール、隣のテニスコートと防災倉庫を合わせると、約１ヘクタールに

なります。

そこで、まず考えられるのは、結崎工業団地に隣接しているので、工業団地を拡張し

て企業を誘致する案です。これは、土地売却費と将来の税収が期待できます。しかし、

町民はあまり恩恵を被りません。

次の案としては、この場所を新たな防災基地にすることが考えられます。洪水ハザー

ドマップでは、川西町全体が浸水区域になっています。町全体が水没すれば、役場機能

も住民生活も麻痺してしまいます。浸水対策として、この約１ヘクタールの区域をスー

パー堤防にします。スーパー堤防というのは、堤防と同じ地盤高に盛土をして、広い台

地を形成した区域のことで、堤防決壊を防ぎます。大阪の淀川や大和川で実施されてお

り、その台地にマンションや住宅が建ち並び、町が形成されています。

本町では、この台地に防災基地兼用のコミュニティセンターを造り、普段は子ども・

子育てセンターや高齢者憩いの家など、町民が集う場とします。万が一大洪水が発生す

れば、町内全体が水没してしまいますが、この台地だけは水没しません。防災基地とし

て、備蓄倉庫や避難所、役場の第２庁舎として使えば、町民を守り、減災につなげるこ

とができると考えています。河川管理者に代わって、町でも安心安全のまちづくりとし

てこの台地を造ることが実施可能です。

と、夢のようなことを言いましたが、町長は、この空き家となった水道庁舎の解体し

た後、町民のためにどのように有効利用しようとお考えなのか、お尋ねします。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 伊藤議員の「水道庁舎の跡地に防災基地を」についてお答えいた

します。

議員お述べのとおり、本町においては平成２９年６月、配水池や配水ポンプ施設の更

新費用、点検・修繕費及びポンプ動力費等の維持管理費の削減等を図るため、県営水道

直結配水による県水１００％に転換いたしました。さらに、人口の減少などによる水需

要の減少、老朽化施設の更新や耐震化対応による投資費用の増大、熟練職員の退職によ

る技術力の低下や人材不足が大きな課題となる中、磯城郡３町において、投資費用の削

減や事業運営の効率化により水道料金の上昇幅抑制を図りつつ、安定した水道事業経営
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を持続するため、令和４年４月の磯城郡経営統合に向けた企業団設立に取り組んでいる

ところでございます。

さて、議員御質問の１つ目、稼働していない浄水場の解体工事に関する令和３年度予

算への計上の経緯であります。

２点ございまして、１点目は、さきに述べましたとおり、令和４年度より仮称磯城郡

水道企業団に経営統合されますが、磯城郡における水道事業広域化に係る基本協定の第

６条、水道事業の資産等の引継ぎに、「水道事業の用に供していない磯城郡３町の水道

事業に係る資産は、統合までに各町において整理するよう努めるものとする」と明記さ

れていること、２点目は、令和７年度をめどに、県域水道一体化の取組があり、県域一

体化により事業統合された場合は、事業全般の権限が当該事業主体に移行するため、統

合後には現在の浄水場に関して本町の意向を反映できない可能性がございます。なお、

県域一体化に関しては、先般１月２５日に県域一体化に関する覚書を締結し、事業統合

に向け、スタートラインに立ったばかりで、現時点で統合後の方針が不透明であります

が、総合的に検討した結果、解体時期の決定や跡地活用について本町の意向を反映させ

るには、令和３年度に解体工事を実施することが望ましいとの判断に至り、予算措置を

行った次第でございます。

解体工事の内容でございますが、本町水道施設である沈殿池、配水池、庁舎建物等町

が保有する施設を令和３年度に、県営水道が保有する構築物等を令和４年度に解体して

いただくよう調整しております。

２つ目の御質問、水道庁舎の解体後の有効利用についてでございますが、議員お述べ

の、まず土地を売却し、企業を誘致する案ですが、当該地の一部に奈良県流域下水道管

及び県営水道管の埋設物がございます。どちらの埋設物につきましても奈良県の重要管

で、移設には多額の費用と関係市町村との調整が必要となるなど、移設が困難であると

の判断であり、埋設物があるため構築物の設置ができないなどから、企業誘致は困難で

あると思われます。

次にお述べの防災基地についてですが、スーパー堤防などの高い台地として、新たな

防災基地として利用するという御提案でございますが、こちらも先ほど申し上げたこと

と同様、この跡地には奈良県の重要な管などが埋設されていることから、盛土による土

圧や構造物の設置などについては多くの制約も想定され、また、膨大な費用も見込まれ

ることから、水道庁舎跡地を利用した新たな防災基地につきましては難しいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。

一方、大和中央道延伸事業及び県道天理王寺線に接する当該地は、地理的条件もよく、

強固な構築物の建設以外であれば、様々な活用に適した場所と思われますので、売却以

外、例えば工業団地従業員の駐車場などとしての賃貸活用など、幅広い観点から町有資

産の活用について検討してまいりたいと考えているところでございます。

以上でございます。

議 長（福西広理君） 伊藤議員。

８番議員（伊藤彰夫君） いろいろと構造物の制約があって、すぐには利用できないという
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こと、また、当面は、一つの案として駐車場の利用ということもお聞きしました。

事情はよく分かりましたけども、せっかくの広い土地ですので、今後有効に使えるよ

うに検討を進めていっていただきたいと思います。

以上です。

議 長（福西広理君） 続きまして、２番 弓仲利博議員。

２番議員（弓仲利博君） ２番 弓仲です。よろしくお願いいたします。

交通弱者の救済方法について。

運転免許の自主返納は、２０１９年に全国で約６０万人、対前年比で４割も増えてい

ます。内訳は、７０歳以上が８５％を占め、高齢者の移動問題は全国で切実さが増して

います。日本経済新聞に今年１月に掲載された、福島県大熊町（人口１万１,０００人余

り）が、東日本大震災で全域避難から１０年がたち、現在２８５人が帰還し、生活して

います。車の免許証を持たない人の買物や通院の問題を解決しなければ、原発事故で離

散したコミュニティに帰還者を増やし再構築することが不可能なので、必要に迫られ、

全国に先駆けてあらゆる施策が講じられています。自家用車での無償輸送には道路交通

法上の許可や登録が必要ない。町が費用を拠出し、業者へ委託する。タクシーの配車支

援を手がける民間会社が運行システムを提供する。自動車保険に町が加入し、事故の際

には優先して適用される移動支援保険も完成。運転手は住民から募り、インセンティブ

として地元商店で使えるクーポンやポイントを付与するなどです。

我が川西町では、現在運行中の町内循環バス・こすもす号、コロナ対策で乗車料金を

１０月から無料にしたにもかかわらず、この５カ月間の利用者数はほぼ変わらずで、特

定の少数の人しか利用されていないことが実証されました。国からの補助金もいつまで

続くか分からず、２台のバスの整備点検、買い替え時期も迫っていることから、早めの

次の展開への移行準備が必要と考えられます。

地域の住民を担い手とする移動支援の活用機運は、全国的に高まっています。地元タ

クシー会社や民間企業に運行管理を委託して、住民のマイカーで高齢者の買物や通院の

移動を助ける。当初は無料で始め、軌道に乗ってくれば、自家用有償旅客運送を活用す

れば、有料化も可能となります。富山県朝日町は、昨年から実施し、年間運行コストは

約５００万円といいます。

高齢化社会で今後ますます増える、体が悪くてバス停まで行けない交通弱者に自宅玄

関先から目的地の玄関先までの移動、いわゆるDOOR TO DOOR構想の早期実現を期待しま

す。いかがでしょうか。

続きまして、２番、大和平野中央プロジェクト構想のその後について、詳細をお願い

いたします。

よろしくお願いします。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 弓仲議員の御質問にお答えいたします。

最初に、交通弱者の救済方法についてであります。

本町では、かつて運行していたＪＲ法隆寺駅と近鉄結崎駅を結ぶ民間バスの廃止に伴
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い、町内の交通空白地の解消と住民の日常生活の移動手段の確保を目的に、平成２６年

度からコミュニティバス・こすもす号を運行してまいりました。運行開始の目的から鑑

みますと、これまで一定の成果が得られてきたと認識しておりますが、一方で、コミュ

ニティバスの利用者数は、運行当初と比較して年々減少傾向にあります。令和２年度に

実施した６５歳以上の日常生活の移動に関するアンケート調査によりますと、コミュニ

ティバスを利用しない主な理由が、「ほかに移動手段がある」が最も多く、次に「運行

本数が少ない」、「バス停までの距離が遠い」という結果になっております。これから

読み取れるのが、本町の高齢者の多くが自家用車による移動に依存していること、そし

て、自家用車という好きな時間に好きなところへ行ける移動が習慣となっている地域社

会で、バスという移動手段が町民ニーズになじみにくいのではないかということでござ

います。

一方で、バスは、不特定多数の人が気軽に利用できる、移動のセーフティネットとし

ての存在意義もございます。

こうしたアンケート調査結果や分析を踏まえつつも、本町に最適な公共交通の在り方

については、さらなる検討が必要でございます。それは、議員御指摘のとおり、不特定

多数へのセーフティネットという公共交通の視点だけでなく、交通弱者の移動の個別支

援という視点でございます。今回お示しいただいた、地域住民を担い手とする移動支援

は、本町にとって非常に参考となる先進事例でございます。令和３年度予算には、公共

交通施策という枠組みに議員仰せの交通弱者への個別の移動支援との連携も含め、本町

にとって最適な公共交通施策の在り方をまとめる川西町地域公共交通計画の策定費を計

上させていただいております。

この計画の策定時において、お示しいただいた事例も参考にしつつ、町民ニーズに沿

った公共交通を検討してまいりたいと考えております。

引き続き、議員の皆様方の御指導、御助言を賜りたいと考えているところでございま

す。

続きまして、大和平野中央プロジェクトの進捗についてですが、現在、県からは、

「健康増進」「スタートアップ」「食と農」の３つのまちづくりのテーマが示され、磯

城郡のどの地区でどのようなテーマを実施するかの協議を進めているところでございま

す。まちづくりのテーマが決まれば、中核となる施設の整備に取り組むこととなります。

健康増進ではスポーツ施設の整備を、スタートアップのまちづくりでは県立大学新学部

の整備を、食と農のまちづくりでは特定農業振興ゾーンの活用が進められます。今後、

７月には、まちづくりのテーマと候補地が選定されると聞いており、テーマや候補地の

絞り込みについては、立地状況や周辺施設との親和性などから、より効果が発揮できる

ものに絞り込まれるようでございます。

本町といたしましても、住民生活にとってよりよい効果が得られるまちづくりを進め

ていきたいと考えております。奈良県との協議状況につきましては、前回に申しました

とおり、議員の皆様にはその都度御説明を行い、また御意見を頂戴しながら進めてまい

りたいと考えておりますので、引き続き御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
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以上です。

議 長（福西広理君） 弓仲議員。

２番議員（弓仲利博君） １番の交通弱者の問題ですけれども、高齢化社会でますます老人

が増えて、ニーズが増えてくるということですので、いきなり移行する、コミュニティ

バスを中止して新しい施策をやるということはなかなか難しいですので、徐々に移行し

ていくということが大事になると思いますので、ゴールを設定して、何年何月には移行

をスタートしていくということを目標設定して、そして逆算していってタイムスケジュ

ールを決めて、審査会などを設置して協議していくということが大事になってくるんじ

ゃないかと思いますので、そこのところ、よろしくお願いいたします。

それから、２番の大和平野中央プロジェクト構想ですけれども、今後の川西町の将来

にかなり影響する重要な案件の一つであるわけですので、心して、これもだめだった、

これもだめだったということのないように。そして、ただいま町長がおっしゃいました

３つの案件がありますけれども、国体施設というのは、箱物を造っても、後、活性化せ

ずに大変な状況になりますので、１番ないし２番のどちらかが取れるように最善を尽く

していただきたいと思いますが、もう一度御意見をお願いいたします。

ありがとうございました。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） まず、１つ目の交通弱者の救済方法ということで、今、議員から

もお話がございました３点、徐々に移行していくことが必要である、また、移行スケジ

ュールを明確にする、また、審査会などに諮りながらしっかり検討するということにつ

きましては、我々もしっかりそのように対応してまいりたいと思っております。

大和平野中央プロジェクトにつきましては、先般も御質問の中でいただきました、３

つありますけども、必ず１つは取ってまいるようにというお話でございます。

現在でも、トップ同士といいますか、私、町長と知事との直接会談、また事務方同士

の調整を進めておるところでございます。こちらについてもしっかりと川西町の状況を

説明して、この大和平野中央プロジェクトに参画してまいりたいと思っておりますので、

詳細につきましては、その都度議員の皆様方にはお伝えしていきたいと思います。どう

ぞ御理解、御協力、よろしくお願い申し上げます。

以上です。

議 長（福西広理君） 弓仲議員。

２番議員（弓仲利博君） 県の発表では、今年の８月にある程度の決定をする意向であると

いうことを聞いております。８月というのはもう間もなくでございますので、川西町と

して、竹村町長が求めている結果が得られるように進めていただきたいなと思います。

これをもちまして、私の質問を終わります。

議 長（福西広理君） ４番 堀 格議員。

４番議員（堀 格君） 堀でございます。よろしくお願いいたします。

質問の内容は、地域交通についてであります。ただいまの同僚の弓仲議員と同じ質問

になりますが、非常に大きな問題でありますので、私からも重ねて質問させていただき



- 28 -

ます。

川西町の地域交通としては、ただいま町長からの説明もありましたように、現在、川

西こすもす号というのが運行されていて、一定の効果を発揮してはおりますけれども、

利用者が非常に少ないというのは、今の議論でありましたとおりであります。

しかしながら、利用者が少ないとはいうものの、町内におきましては、このコミュニ

ティバスの運行を希望する声があるのも事実であります。特に医療機関へのアクセスの

要望は非常に強いものがあります。

遡って、定住自立圏構想がスタートしたとき、いち早く天理市のコミバスと川西町の

コミバスとを連携させることによりまして、天理市の病院につながるということを提案

したのでありますが、また非常に大きな期待を持ったのでありますか、残念ながら実現

に至っておりません。これは非常に残念なことであります。また、自治体病院である国

保中央病院は、設立に参画しているものの、直接の交通手段は確保されておりません。

こすもす号を始めた際は、先ほどの説明もありましたように、基本的には公共交通の

空白地域の交通手段を確保するというのが主な観点であったように思いますが、地域交

通にありましては、もちろんその観点も重要でありますが、いわゆる交通弱者の観点も

必要であります。自家用車の利用がままならない高齢者、幼児を抱えた母親が、特に時

間的余裕の持てない医療機関へのアクセスをどうするのかということも、安心安全なま

ちづくりとしては重要ではないかと思います。

地域交通の在り方として、このたび再構築を打ち出されていることは誠に結構なこと

であります。検討に当たりましては、総合的な、特に交通弱者にも配慮した御検討をお

願いしたいと思います。

重ねての質問になりますが、よろしくお願いいたします。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 堀議員の御質問にお答えいたします。

弓仲議員への回答と重なりますが、川西町では、町内の交通空白地の解消と住民の日

常生活の移動手段の確保を図るため、コミュニティバス・こすもす号を運行し、これを

地域公共交通の柱として位置づけ、今日まで事業展開してまいりました。町外へのアク

セスとして、隣の天理市への買物や通院されている方が多くおられることから、定住自

立圏構想の中で天理市へのアクセスを検討し、結崎駅を結節点として、天理市のコミュ

ニティバスを乗り継いでいただくことで、天理駅までのアクセスを確保いたしました。

しかしながら、議員仰せのとおり、天理市の病院へ直接つながるところまでは至ってお

りません。

また、本町が運営に携わっている国保中央病院へのアクセスについては、現状は、コ

ミュニティバス、鉄道、病院のシャトルバスの３種類の移動手段を使っていただくこと

になります。これが非常に不便であるという御意見がありますので、現在、乗車率の低

い時間帯のシャトルバスを川西町に回していただけないか、協議を進めているところで

ございます。

以上、本町ではバスを主軸として公共交通施策に取り組んできており、不特定多数へ
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のセーフティネットという公共交通の視点では、一定の成果が得られてきたと認識して

おります。今後、議員仰せのとおり、高齢化が進む中で、自家用車を利用できない方が

増え、バスという移動手段だけでは通院や買物など日常生活で必要となる移動がままな

らない方が増えてくることが予想されます。そうした交通弱者の方たちに対する個別支

援は、本町としても重要な行政課題と認識しており、さきに答弁いたしましたとおり、

令和３年度の予算におきまして、交通弱者への移動の個別支援施策との連携も含めた、

川西町地域公共交通計画を策定する経費を計上させていただいております。

頂戴いたしました御意見も参考にしつつ、住民ニーズに沿った公共交通を検討してま

いりたいと考えておりますので、引き続き議員の皆様方の御提案、御助言を賜りたく、

よろしくお願いいたします。

以上でございます。

議 長（福西広理君） 堀議員。

４番議員（堀 格君） 私が今般の質問に至りました原点は、子どもを抱えた若いお母さ

んが川西診療所へ行ったところ、国保中央病院へ行ってくださいというふうに示唆され

た。しかし、家の自家用車は主人が乗っていってしまって、ない。さあ、私、どうした

らいいんでしょうと。一方、外を見れば、町のコミュニティバスが結構走ってる。走っ

てるけども、ほとんど人が乗っていない。なぜ国保中央病院へ行ってくれないのと、そ

ういう疑問を持ったというのが事の原点であります。

そういう素朴と言ったら失礼ですけども、疑問というか要望に応えていくような町の

行政をやっていただきたいというところから質問に至ったわけであります。この際、町

長もおっしゃっておられるように、子育てしている人にやさしいまちづくりという場合、

ぜひ考慮に入れていただきたいところであります。

参考にまでに申し上げますと、昨年の４月２日から本日までに新しく生まれた新生児

は３１名です。このまま行きますと、６年後、川西小学校へ入学する児童は１クラスに

なっちゃう。テレビの番組じゃないですけど、「町長さん！大変ですよ」と、こういう

ところでありまして、やはり将来を担う子どもたちにできるだけ多く川西町に来てもら

うためには、我々の時代は子育てといって何もやってくれなかった、ほったらかしでし

たけれども、今は各市町村が競って、非常に細かいところまで手を替え品を替え施策を

打っております。川西町に少しでも子どもたちが増えるように頑張っていただきたいと

思います。その中の一つとしてコミバス問題を取り上げたわけであります。ひとつよろ

しくお願いいたします。

以上でございます。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 今、堀議員からいただきました御質問の原点として、幼児を抱え

たお母さんが診療所から国保病院へ移動する手段がないということで、途方に暮れてい

るという話がございました。

私の妻も、実際、運転免許証を持っていないことから、土日は私が運転するんですけ

ども、平日においては、やはり鉄道など公共交通機関を使わない限りは移動手段を確保
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できないという状況でございます。そういったこともあり、どういった形でいわゆる交

通弱者の方の利便性を高めていくのかということについては、今検討しておる次第でご

ざいます。

今し方、複数の議員の皆様方から様々な提案をいただきました。しっかりこれからの

会議で諮っていき、交通のセーフティネットだけではなく、そういった観点からも見直

してまいりたいと思っております。

あと、新生児につきまして、今年、現在のところ３１人となっているということでご

ざいます。今年は新型コロナウイルスの影響もあって、全国的に出生者数が減少してい

るという報道がございましたが、川西町においても、やはりこういった影響もあるのか

なと考えております。これが常態化しますと、議員がおっしゃったとおり、学校におい

ては１クラス体制になっていくような状況になり、ますます寂しい川西町になっていく

と想像されます。

私も「子どもや子育てしている人にとってやさしいまちづくり」というものを標榜い

たしております。ぜひ、産んでよかった、もしくは子育てしてよかったと思えるような

まちづくりにしっかり努めてまいりたいと思っておりますので、その辺に関しましても

御理解、御協力を賜りたいと思います。

ありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。

議 長（福西広理君） 堀議員。

４番議員（堀 格君） どうぞよろしくお願いいたします。

以上です。

議 長（福西広理君） 続きまして、３番 福山臣尾議員。

３番議員（福山臣尾君） 皆さん、改めまして、おはようございます。３番 福山臣尾でござ

います。議長の許可を得ましたので、質問させていただきます。

新型コロナウイルスワクチン接種（いい町、ちかい町 川西モデル）について。この川

西モデルというのは私が勝手につけさせてもらったので、聞き流しておいてもらっても

いいかなと思います。

令和３年２月２８日付広報川西号外で、「新型コロナウイルスのワクチン接種が始ま

ります」との見出しで、広報が町内に配布されました。しかし、住民にとっては、ワク

チン接種がいつ頃始まるのか、また、いつ接種できるのかが一番知りたい情報ではない

かと思われます。

現時点では、国の情報不足等で接種計画が立てられないのが現状ではないかとは思っ

ていますが、最近の情報では、高齢者向けのワクチンは４月２６日の週から市町村に送

り始められるということですので、先が見えてきたという感じもするのではないかと思

います。

本町の接種方法は、医療機関での接種ではなく、基本、集団接種で行うとされていま

す。接種会場は、川西町中央公民館のけやきホールとなっておりました。

そこで、医療機関以外で接種を行う場合の運営体制についてお伺いいたします。

医療機関でない場所で接種会場を設ける場合は、接種会場全体の運営管理責任者とし
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て市町村の職員を配置し、また、予診等を担当する医師の中から、副反応発生時の救命

処置や医療機関への搬送に関する医学的な判断を行う責任者を定めることなど、多くの

医療従事者が必要になってきます。また、接種会場の運営においては、検温、受付、記

録、誘導、案内、予診票確認、接種済証の発行などについては職員が担当されるのでし

ょうか。

以上のようなことから、運営に当たっては多くの人員が必要となってきます。接種の

準備に当たっては、予防接種業務所管部署の平時の体制で想定している業務量を大幅に

上回る業務量が見込まれることも考えられるため、全庁的な実施体制が必要になってく

のではないかと思います。

これらのことから、本町では、ワクチン接種を実施するために必要な業務を洗い出し、

それぞれの業務について各担当部署の必要な人員の想定はどのようになっているのか。

また、医療機関や医師会の協力を得られ、医師、医療従事者等の確保はなされているの

か。職員の業務負担について、外部委託できる業務については積極的に外部委託するな

ど、業務負担の軽減策も必要ではないかと思われますが、この点についてもお伺いした

いと思います。

また、近々模擬接種、シミュレーションを行うと聞いていますが、いつ、どの程度の

規模で行われるのか、お聞きしたいと思います。

最後に、外国籍で川西町に住民登録されている人の対応についてはどのようにお考え

になっているのか、また、対象となる人は何人おられますか。

以上、よろしくお願いします。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 福山議員の御質問にお答えいたします。

ワクチン接種に関する広報号外の配布については、通常の公報掲載ではおおむね１カ

月前の記事になることから、直近で分かっている内容、今回については３月８日からワ

クチン接種に関する町のコールセンターを開設することをお知らせし、少しでも住民の

方の疑問や不安を払拭するため配布させていただきました。

現時点では、国からの情報不足もあり、接種計画なども企画・立案しにくい状況では

ありますが、今後も具体的詳細が分かり次第、住民周知できるように努めてまいります。

ただ、２月２６日の第３回新型コロナウイルスワクチン接種連絡会議で、奈良県の高

齢者向けワクチン４月配分の基本的な考え方（案）が示され、各地域で円滑な接種体制

を構築するための準備として、全市町村に配分され、これは少なくとも４０バイアル

（１００人分）を配分し、その上で、６５歳以上の高齢者の人数を基に傾斜加算されて

おり、川西町配分量としては、４月中旬以降に１５０名分のワクチンが入ってくる見込

みで、現時点では４月１９日、２０日の各７５名の高齢者接種から始めたいと考えてお

り、川西町医師会などと調整中でございます。

集団接種で行う理由については、ファイザー社のワクチンが国内承認された１番目の

ワクチンであり、このワクチンについては、超低温での保存管理で２カ月程度の保存し

かできない、冷蔵庫保存でも５日間、室温で融解後、接種前に生理用食塩水で希釈、そ
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の後については室温で６時間しか保存できないなど、町内の医療機関では取扱いが難し

いと町内医師との意見交換会で御意見をいただき、まずは集団接種でワクチン接種を行

うことといたしました。

モデルナ社やアストラゼネカ社のワクチンについては比較的取扱いが容易なことから、

国内承認がされれば個別接種となる見込みで、今後、町内医療機関と調整してまいりた

いと思っております。

次に、医療機関以外で接種を行う場合ですが、医療法第８条の規定に基づき、診療所

の届出を行います。運営については、従来医療機関でない場所に接種会場を設けるため、

接種会場全体の運営管理責任者として健康福祉課長を置き、また、予診などを担当する

医師の中から、副反応発生時の救命処置や医療機関への搬送に関する医学的な判断を行

う責任者を定めていきます。そのほか、接種会場の運営については、医師、看護師、保

健師などの専門職や、検温、受付、記録、誘導、案内、予診票確認、接種済証の発行な

ど、全庁的な体制の下で職員の動員を行うとともに、不足人員をスポットで雇用するな

どして対応してまいる所存でございます。

本町では、町内医師４名との意見交換会を既に３回行っており、医師会や医療機関の

協力も得られ、医療従事者等の確保も行っております。不足する医療従事者についても、

町内医療機関より支援いただけるとの言質を得て、協力体制も整っておりますが、医療

従事者の負担軽減を考えると、１人でも多くの医療従事者を確保することが喫緊の課題

であると考えております。

当初、ワクチン接種体制については、コールセンターや予約受付において積極的に業

務委託を活用しようと考えておりましたが、見積り金額の高さに驚き、会計年度任用職

員やスポット職員の採用と一部の事務において業務委託を併用しながら、業務負担の軽

減も視野に入れながら人員体制を構築してきたところでございます。

次に、模擬接種（接種体制のシミュレーション）については、３月２日の医師との意

見交換会の中で日程を調整し、３月２５日に行うことになりました。町内医師、看護師、

保健師などの医療従事者、町職員や保健センターで協力いただいている保健サポーター

や結崎団地老人クラブの方々に御協力いただき、実証を行い、それに基づき意見を出し

合いながら、本番に向けて調整していきたいと思っております。

最後に、外国籍で川西町に住民登録されている方の対応についてですが、外国人登録

者の総数については、令和３年３月１日現在、１７９名の方の登録がございます。この

方々の対応については、国が外国語版の案内等を作成してくれると聞いておりますので、

それを活用したり、町内工業団地で働かれている方が多いと思いますので、各事業所に

お手伝いをいただくなど、準備をしていきたいと考えております。

今後も、国からの情報等も迅速に分かりやすい形で住民の方々にお知らせしていけれ

ばと思っておりますので、議員各位におかれましても、御理解、御協力をよろしくお願

い申し上げます。

以上です。

議 長（福西広理君） 福山議員。
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３番議員（福山臣尾君） 町長、ありがとうございます。模擬とかやっていないと、いろん

な問題が出てくると思うんですけども、実際の実施に当たっては、当日キャンセルとか、

また医師の問診の結果で今日はちょっと打てないとかいう場合に、用意していたワクチ

ンが無駄になるということも考えられますので、その辺のキャンセルに対しての対応と

かもいろいろと考えていただければと思います。

また、ワクチン接種の注射の位置が、ちょっと聞いてきたんですけども、肩峰３横指

下というところで、肩の骨から指３本下というとこらしいんですけども、この位置も、

指の大きさによっても若干ずれてくるので、この辺りやろうということなんですけども、

高齢者の場合、まだこの時期であれば結構服装が、何枚も着てるというところもあって、

すぐにここが出せないという状況になるとは思うんですけども、その辺は模擬接種のと

きにいろんな服装の方がいれば、そういうことが分かってくるんじゃないかと思います

ので、半袖の方がおられたら楽やろうとも考えられるし、その辺のこともいろいろと試

してもらいたいなと思います。

それに伴って、ワクチン接種のマニュアルというんですか、受付から接種までの流れ

をイラスト的に書くなりとかいう形で、問診票とか予約票を送るときに一緒に送付しと

けば、あと、服装はこういう服装が適しているとかいう部分までいろいろとやさしい形

でパンフレットなりを作っていただけば、スムーズな接種ができるんじゃないかと思い

ます。

あともう一つ、予約に関してＬＩＮＥのシステムで予約するという自治体もあるよう

なんですけども、その辺のことについては、最初は高齢者ですので、あまりどうか分か

らないですけど、後半になってくると、若者とか、ＬＩＮＥを使っている方が多く予約

をしていかなければならないということになると思いますので、その辺もいろいろと考

えていただきたいなと思います。

よろしくお願いします。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 今、福山議員からいろんなお話、御提案をいただきました。本当

にこれは初めて対応することでございます。いろんな不都合があるかもしれません。模

擬演習、シミュレーションのところでしっかり問題点を洗い出して、本番に対応できる

ようにしていきたいと思いますし、今いただいた御提案につきましても検討してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

議 長（福西広理君） 福山議員。

３番議員（福山臣尾君） そういうことで最初のことなので、いろんなシミュレーションを

各地の自治体でもやっておられますので、その辺の意見も聞ける場合があれば聞いて参

考にし、逆に模擬接種の段階で問題点を多くやったほうがいいとは思いますので、おか

しいなという点をどんどん洗い出していただきたいなと思います。

それと、最後になりますけども、町長の「ワクチン接種に対しては全力で取り組んで

おります」ということがどこかに書いてあるような気がするんですけど、それに対して
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の意気込みを３期目じゃないですけども意気込みがありましたら、町民に対していろい

ろと言ってもらえるのであれば、積極的に接種してもらってコロナを鎮静化させていこ

うという意味で、何かありましたら一言お願いします。

議 長（福西広理君） 町長。

町 長（竹村匡正君） この１年ばかり、川西町もそうですし、全国民がコロナに苦しん

できた状況でございます。こういった不安を取り除いてほしいとか、また、経済的に影

響を受けていらっしゃる方につきましては、このコロナがなくなって、再び元の生活に

戻りたい、そういった思いを持たれている方が多いかと思います。その切り札として、

今回ワクチン開発が行われたわけでございまして、コロナにかかった後の特効薬という

のはまだできておりませんけども、まずはワクチンで感染を抑えていこうというのが国

の方針であり、私も期待しているところでございます。

ただ、ワクチン接種につきましては、努力義務が課されておるものの、強制ではござ

いません。皆様方の同意が必要でございます。コロナにかかると、御高齢者ほど重症化

率が高くなる、一方で、若者に関してはさほど重症化しないということで、ひょっとす

ると、ワクチン接種についても接種する率が低くなるのではないかなとも考えられるわ

けでございますが、身近な方、御年配の皆さんを町民全体で支えていく、助けていくと

いう観点から、ぜひ多くの方々に接種をお願いしていきたいと考えています。

いろんな副反応など、マスコミでは大きく取り上げられておりますけども、副反応に

つきましても、率といいますか、それは非常に少ないわけでございますので、そういっ

たこともしっかり説明しながら接種をお願いしていきたいと思います。

先ほども申し上げましたとおり、これは最重要の案件だと認識しております。町内全

体、全力で対応してまいりたいと思っておりますので、また議員の皆様方もお近くにい

らっしゃる方々にお声かけをお願いできればと思っておりますので、よろしくお願い申

し上げます。

以上です。

議 長（福西広理君） 福山議員。

３番議員（福山臣尾君） ありがとうございます。「いい町、ちかい町 川西モデル」として

誇れるような体制を作っていただきたいなと思います。

これで私の質問を終わります。ありがとうございました。

議 長（福西広理君） ５番 松村定則議員。

５番議員（松村定則君） ５番 松村定則であります。議長の許可をいただきましたので、質

問させていただきます。

不登校児童生徒への取り組みについて。

令和元年度文部科学省の児童生徒の問題行動・不登校等についての調査では、全国で

小中学生約１８万人が不登校となっています。不登校児童生徒のうち、年間９０日以上

欠席している児童生徒は年々増加し、全体の５５.６％にもなります。今年度、川西小学

校では３人、式下中学校においては１６人おり、これも深刻な数字でありますが、中に

は、年間の出席日数四、五日の子もおられます。この３月・４月には、上級学年への進
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級、中学校への進学、そして、卒業して義務教育の修了となる生徒さんもおられます。

子どもの不登校は、学校での人間関係や勉強の問題、家庭内の問題、そして一番の難

しさは、原因が特定しにくいことにあります。いじめや嫌がらせについても、発達障害

による周囲との協調性の欠如が原因やきっかけになっている可能性は大いにあります。

不登校は、本人が学校へ行きたくないというわけでなく、周囲からの問題などで不登校

になるケースが多く、学校に行けないのは本人が一番つらいことだと思っております。

この１年、新型コロナウイルスが大流行し、長期間にわたる臨時休校により、家庭で

の学習を経験しました。この間、家庭訪問、教材の配布、宿題の回収など、教職員の皆

さんには大変御苦労をおかけしたと感謝いたしております。この家庭学習は、集団行動

を苦手とする児童にとって、とても有効な学習形態だと考えております。今年度、小学

校でプログラミング教育が始まり、ＧＩＧＡスクール構想の構築により、授業のオンラ

イン化、子どもさん１人に１台の端末（パソコン、タブレット）の配備も進みました。

そこで、不登校児の学習保障の一つとして、通信機能のあるパソコンや分身型ロボッ

トなどを活用してオンライン学習を導入することにより、リアルタイムでの学級参加が

可能となります。学校での集団学習になじみにくい児童生徒の新しい学習方法として取

り組みいただきたいと考えております。

そこで、今後の不登校児童生徒への取組についてお考えをお聞かせください。

以上、よろしくお願いします。

議 長（福西広理君） 橋本教育長。

教 育 長（橋本宗和君） ただいまの松村議員の御質問にお答えいたします。

議員御質問の不登校児童生徒への取組につきましては、令和元年第４回定例会で不登

校児童生徒へのサポート体制としてお答えさせていただきましたが、ここでは、現在の

取組と今後について答弁をさせていただきます。

議員お述べのように、不登校の原因は特定化できるものではなく、様々な要因が絡み

合い、登校できない状況にあるものと理解しております。一方、不安と緊張が高まる中、

学校へ行かないことで自分を見詰め直す機会を無意識に設け、自らの身を守っている子

どももいます。

いずれにしても、議員御指摘のように、無自覚ながらも本人が一番つらく、しんどい

思いをしていることは事実です。だからこそ、その渦中で動けなくなり、困り、葛藤を

続ける児童生徒に対しては、繊細な心理的な理解とぬくもりのある関わりが必要不可欠

なのです。

不登校児童生徒数が依然として高い水準で推移する中、義務教育の段階における普通

教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法が２０１７

年に施行されています。この法に基づき、文部科学省は、２０１９年１０月２５日付で

全国に「不登校児童生徒への支援の在り方について」という通知文を発出しています。

ここでは、不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方として、次のように述べて

います。

不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのでは
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なく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要が

あること。また、児童生徒によっては、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積

極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へ

のリスクが存在することに留意すること。

このように、学校に登校できなくても学びを止めない教育の機会の確保が重要であり、

本町においても、全ての子どもたちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学び

の実現に向けて努力しているところです。とりわけ、不登校児童生徒への取組といたし

ましては、今までのきめ細かいサポート体制を継続しつつ、ＧＩＧＡスクール構想での

環境整備がほぼ完了しましたので、これらの有効活用を進めております。１人１台のタ

ブレットパソコンの配布、家庭と学校がパソコンでつながる環境整備、通信環境のない

御家庭に機器の貸付け等、既に対応済みです。同時に、教育の質的向上を図るために、

教職員研修を積み重ね、個々の児童生徒の特性に応じて適切な学びを提供できるように

しています。例えば、見ること、読むことが苦手な児童生徒には音声教材を活用し、聞

くことが苦手な児童生徒には視覚情報や映像を重視し、学級に入りにくい児童生徒には

オンライン授業での取組を進めております。また、学習支援アプリ等を利用することで、

児童生徒の学びの特性に応じて個々の学習意欲の活性化を図っております。実際に家庭

に持ち帰ったタブレットパソコンから、ロイロノート、これはインターネットを使って

学習支援を行うためのプログラムシステムアプリですが、このノートを有効に活用し、

担任の先生とやり取りをして意欲的に学習を進めている子どもの様子も聞いております。

まさに、議員御提案のＩＣＴを活用した新しい学習方法は、学校での集団学習になじ

みにくい児童生徒に対して希望の光となるものです。今般のＧＩＧＡスクール構想で整

備された新しい教育環境を、今後も有効に活用していきたいと考えております。

本町におきましては、不登校児童生徒はもちろん、全ての児童生徒に「夢と希望にあ

ふれ、いきいきとした子どもの育成」を目標に掲げ、豊かな人間性と創造力を備え、

知・徳・体の調和の取れた子どもの育成に向けて取組を進めております。今後も、川西

町の教育の充実に向けて誠心誠意邁進してまいる所存ですので、御理解と御協力を賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

議 長（福西広理君） 松村議員。

５番議員（松村定則君） 御回答ありがとうございました。今後のＩＣＴの活用に向けて、

大いに期待いたしております。

このさなか、実は私どものほうに二、三の御相談が寄せられまして、今まさに不登校

になろうという御家庭からの御相談であります。この３月・４月で学校の進学とか進級

とかで環境も変わりますので、これを機に新しい学びができたらと。以前から学校には

お願いしていますように、ＩＣＴの機器の一つとして、子どもたちが日々学習を終えて

帰るときの連絡帳記入に際しても、今までは黒板の文字を１文字１文字確実に記入して

帰る、それだけでも時間が取られます。それを、今のこの機器のカメラ機能で黒板を写

せば、家庭に帰ってそれを確認することができる。連絡帳の記入漏れがなくなって、楽

に家庭学習が進められる。こういった使い方ももちろんありますので、今後に向けての
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リモートの学習に大いに活用していただきたいと思います。よろしくお願いします。

以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。

議 長（福西広理君） 教育長。

教 育 長（橋本宗和君） ありがとうございます。今、松村議員がおっしゃったように、不

登校になりかけている状況の子どもは、本人もつらいし、家族も本当に思い悩むときで

す。私も長い間不登校の研究をしてきまして、やっぱり不登校の入り口、そのしんどさ、

今度は出口、そこをどうきめ細かく対応するかが非常に大事なことだというふうに感じ

ております。

今おっしゃっていただいた、子どもの特性に応じてＩＣＴでカバーできること、それ

を大切にしていきたいと思いますし、何よりも、不登校になる子どもの繊細さ、そこに

フィットした対応をきちんとしていけるように学校教育を進めていきたいというふうに

思います。

御質問ありがとうございました。

議 長（福西広理君） 続きまして、１２番 芝 和也議員。

12番議員（芝 和也君） １２番 芝 和也です。前の６人に続きまして、町長に御質問いた

します。

まず、コロナ対応についてであります。

先ほども質問にありましたように、目下、ワクチン接種の日程が示され始めまして、

おおむね７月頃には一般住民のところにも接種の機会が巡ってくるような観測となって

おります。ここは流動的でありますけれども。このことで感染対応への一定の前進はう

かがえますが、このワクチンは、あくまで投与しない人よりも感染症の発症を抑制する

効果があるということでありますので、感染そのものを抑えるものではないというふう

に言われています。当然、感染リスクは残ってくることからも、感染拡大が減少期にあ

る今の感染対応に余力があるときにこそ、ＰＣＲ検査等の検査に徹底して取り組み、感

染者の掌握に努めることが感染拡大の抑制の教訓とされております。

この点では、これまでの行政検査の在り方から、やはり社会的検査に大きく踏み出す

ことが求められており、今般の首都圏での緊急事態宣言の延長で、一定社会的検査の実

施の方向が示されつつありますが、その全面的な展開を待つことなく、この間実用化さ

れてまいりました自動式のＰＣＲ検査機器等を、国保病院を構成する４町で協議をする

などして思い切った導入に踏み切れば、物にもよりますが、最大１日で２,５００検体の

検査能力を有することからも、全体を網羅する社会的検査の前進に大きく寄与するもの

と考える次第であります。

こうしたコロナ対応策について、改めて町長の御所見をお聞かせいただきたいと存じ

ます。

次に、難聴者に対する補聴器補助の取組についてであります。

この問題では、障害認定に該当しない皆さん方への手だての構築に関しまして、一昨

年９月議会などで、この間議論を重ねてまいりました。町長も、介護予防や高齢者のひ

きこもり防止にも有効との観点を示されまして、県での統一基準の構築や県事業として
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の取組を求めていくこと、また障害者総合支援法の改善等を求めていく旨、おっしゃっ

てきたところであります。

この点、その後の取組のほどはどうでありましょうか。

また、１８歳未満児でのこの部分への手だて同様に、障害認定の手前の皆さん方をカ

バーする独自策の手だて実施に関しまして、本町での現状をお聞かせいただきたいと存

じます。

以上２点、よろしくお願いいたします。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 芝議員の御質問にお答えいたします。

まず、コロナの対応についてでございます。

感染拡大が減少期になり、感染対応に余力があるときこそ、ＰＣＲなど検査に徹底し

て取組、全自動のＰＣＲ検査機器等を国保病院構成４町で導入して、大量に社会的検査

を実施してはどうかとの御質問ですが、国保病院においては、昨年１２月２０日頃より

ＰＣＲ検査に匹敵するＬＡＭＰ法検査を開始されております。これについては、１日当

たり最大で１６検体が限界と聞いております。また、昨年１２月から今年１月にかけて

の第３波の感染者拡大の状況の下では、国保病院としても、この検体数でも検査逼迫状

況であったと伺っております。

ＰＣＲ検査体制を保険適用外の無症状の方に拡大し、構築すべきとのことですが、現

状、国保病院にはそれだけの能力はございません。また、今のところ、国保中央病院の

管理者・副管理者会議の中でもそうした話は出ておりません。

一方、専門家の話では、ＰＣＲ検査の感度、すなわち検査の正確性に関して、感染者

が陽性と判断できるのは検体に含まれるウイルスの量によるため、検体を採取する部位

やその時間によっても左右され、一般的に７０％程度と聞いており、３割の患者は陰性

と判定されてしまいます。また、感染していないにもかかわらず陽性と出てしまう偽陽

性と出るケースもあり、ＰＣＲ検査を絶対的に信頼できないのが実情であり、議員が述

べられるＰＣＲ検査等を徹底して感染者の掌握に努めることが現実的とは考えられませ

ん。

私としては、こうしたＰＣＲ検査の感度に鑑み、そのような検査結果を踏まえ、陽性

者の隔離措置を取ることに関しては、川西町が自ら病床を確保するなど自己完結的に行

動・対処できるのでない限り、社会的検査を大々的に行うことについては否定的に考え

ており、町村レベルではなく、県レベルでの枠組みの中で行っていくものだと思ってお

ります。県におきましても、厚生労働省の対策本部の要請により、高齢者施設等クラス

ター発生リスクや重症化リスクの高い場所、集団に対する検査については、これを実施

することとしており、大和郡山市の高齢者福祉施設ではＰＣＲ検査を行ったといった話

も聞いております。

今後も県の対応と連携・協力し、必要な取組を行ってまいりたいと思っております。

先日の奈良県議会の代表質問において、「新型コロナウイルス感染症対策の１年の総

括と今後の重点取り組みについて知事が答弁しておられました。新型コロナウイルスと
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いう未知の敵との戦いに当たって、奈良県では、方針１、感染者を早期発見・即時隔離

し、感染された全ての方に入院治療・宿泊療養を提供する。方針２、重症化予防により

死亡や後遺症の発生を抑える。方針３、感染経路の類型を明確化し、類型に応じた明確

な注意をする。この３点を基本方針に対処してきた。今後の重点取組としては、引き続

き３点の基本方針を堅持した上で、新型コロナウイルスに必ず打ち勝つとの強い信念を

持って、１点目、病床・宿泊療養施設の確保、２点目、福祉施設のクラスター対策、３

点目、ワクチン接種の円滑な推進、この３点の項目に重点的に取り組む」と述べられて

おりました。

川西町としても、こうした基本方針や重点取組を踏まえ、引き続き県と十分連携し、

協力を行いながら、とりわけ重点取組の３点目のワクチン接種の円滑な推進を本町の最

重要課題として取り組んでまいりたいと思っております。

次に、難聴者に対する補聴器補助の取組についてでございますが、令和元年９月議会

で答弁いたしました内容と、現状、変わりはございません。そのときの答弁と同様、障

害者総合支援法との兼ね合いもあることから、町単独での実施よりも、国基準や奈良県

下同一の補助基準の中で、国や県事業としての実施がよいと考えております。

議員の御要望については十分承知しておりますが、町内の住民の方々から、障害福祉

施策を管轄する健康福祉課や長寿介護課に対して直接そういった声は届いていないのが

実情でございます。前回の答弁の中でも申し上げましたとおり、地域の実情としてそう

いう声があるかどうか、しっかりと踏まえながら、基礎的自治体として国や県に報告し

ていくことが重要と考えておりますので、現時点ではアクションを起こす状況にはない

と判断しております。

以上でございます。

議 長（福西広理君） 芝議員。

12番議員（芝 和也君） まず、コロナ対応でありますが、基本、社会的検査に切り替えて

いっても、自己完結型がでけへんだら、町としてはなかなかしんどい話やと、こういう

ことやったかと思います。

県での取組も、今、せんだっての県議会での知事からの答弁の内容も町長に触れてい

ただきましたけれども、基本、そういった施設全般に関しては県のほうでも確保してお

りますので、その辺の活用は各市町村で感染者が出てきた場合でも乗っかっていけるも

のというふうに思うんですけれども、結局、これまでの例からいきまして、感染を収束

さしてきてるのは原因を絶ってということではありませんでして、人と人との行き来を

すぼめて、そのことで感染の度合いをできるだけ少なくして、感染が広がるのを防いで

きたと。落ち着いてきたので、これを緩めますので、また行き来が始まります。行き来

が始まると感染が広がるので、またすぼめると。この繰り返しを今回まで３回やってき

ているところでありまして、結局のところ、感染者を見つけるか見つけへんか、そこが

ポイントになってくると思うんです。

感染を止めるというのは感染者を見つけるか否かというところがポイントやと思うん

ですが、町長としては、そこはいかが認識なさっておられるでしょうか。
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議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 感染を止めるに当たっては、感染者を見つけることが大事だと思

っておりますが、無症状である方を見つけ出して感染を止めていく、そのためのＰＣＲ

検査を実施していけというような議員の御質問だと思うんですけれども、検査の感度と

いうのが７割程度と先ほども申し上げましたとおりでありまして、偽陰性とか偽陽性と

かいうような形で、なかなか正確に測れないところから、現実的ではないと考えており

ます。知事がおっしゃっているとおり、例えば感染者が複数出たところに対しては、そ

の建物であったり職場を徹底的に検査していくというクラスター対策が有効ではないか

なと考えておるところでございまして、引き続き国や県の対応をしっかり見守っていき

たいと思っております。

以上です。

議 長（福西広理君） 芝議員。

12番議員（芝 和也君） それは、これまで一生懸命取り組んできている感染の対応の内容

ですし、言うてみましたら、感染が出たので、そこを集中してやるという今現在のレベ

ルでの社会的検査ですよね。基本、検査をやってきているのは、感染者が出たから、そ

れにまつわる皆さんを検査していって、後追いをやっていってるということで、濃厚接

触者の皆さんなんかも含めて見つかった人は、無症状の人は隔離されるし、症状の出た

人は先に分かりますから、それはそれでいいんですけれども、結局そういうことやと思

います。

国保病院の能力の話もされていましたけれども、現行の検査方法ですと手も要ります

し、それに人手を割かんなんということもありますので、能力にもなってきますけれど

も、そこでいわゆる機械化ということがこの１年の中でメーカーのほうでも開発が進ん

できて、活用が待たれているという状況にもなってきていると思います。これの導入に

向けて本腰を入れていこうと思ったら国の動きにもなってくると思うんですけれども、

この辺、自治体病院を抱えている自治体としては、やっぱりそこはひとつ病院を活用し

た住民の検査体制構築というのは、ないとこに比べればはるかに強みになってくると思

います。

その辺、検査体制に向けての自治体病院の活用ということに関して、町長はいかがお

考えになりますか。

議 長（福西広理君） 町長。

町 長（竹村匡正君） 芝議員がおっしゃっていることも少しは理解できるんですけれど

も、今の状況でも、例えば国保病院につきましては、一部コロナウイルス感染者の受入

れ施設となっておりまして、少人数受け入れただけでも医療現場がかなり逼迫するとい

うような状況でございます。ほかの治療に対応できないという状況になってきます。そ

のような中、無症状者に対して検査をするとなると、さらに医療の資源がそこに割かれ

ていくわけでございまして、なかなか難しいと考えております。

ですので、先ほどから申し上げていますとおり、医療資源をどこに投入するかという

判断は国レベルで行っていただきたいと思っておりまして、今現在、国では社会的検査
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はやっていないということでございますので、それを見守っていきたいと思っておりま

す。

以上です。

議 長（福西広理君） 芝議員

12番議員（芝 和也君） 国が社会的検査をするのを待つと、こういうことやったかと思い

ます。

機械化はやっぱりそういう点では人手を割くということを十分にカバーしていく策に

なってくると思いますので、それは、４町で構成していますので、そこの中でどれだけ

もむかという話になるかと思いますが、意向はないようですので、折に触れてもんでい

ってもらえたらと思いますので、それは求めておきたいと思います。

補聴器ですけれども、今のところ進展なしで、障害者認定の制度に対応するというこ

とであります。

声の捕捉なんですけれども、窓口でそういう問合せ等がないという紹介やったと思う

んですけれども、基本的に現在障害認定を受けておられる７１デシベル以上というのは

障害者という範疇になってきますので、大体そのレベルというのは、私がここに立って

て、周りにおられる皆さんは、今みたいな声だと聞こえる可能性がありますが、普通に

会話をする声が聞こえないというぐらいのレベルからが認定を受けてるということです

ので、その手前の皆さんです。ですから、年を取ってまいりますとだんだん耳が遠くな

ってきたという皆さんは普通に存在するかと思うんですけれども、その辺、難聴対策、

補聴器の補助ということは別にして、耳の聞こえをどうカバーするかということに対す

る声の捕捉というのは試みる用意はありませんか。

議 長（福西広理君） 町長。

町 長（竹村匡正君） 前回の答弁でもお話しさせていただきましたが、議員は、現在７

１デシベル以上が障害認定であり、世界保健機構（ＷＨＯ）では４１デシベル以上から

補聴器をつけたほうがいいよということで、この基準に合わせていくのが妥当ではない

かというようなお話をされていたと思いますが、障害認定は別として、どの段階から補

聴器をつける方々への判断を行うかというのは、なかなか本町だけでは判断しづらいと

考えております。人によっては、４１から７０の間でもしっかり聞こえるという方もい

れば、聞こえないという方もいると思うんですけれども、この辺の認定の基準というの

は国や県に合わさせていただいて、やはり認定された方に対して補助をしていくという

ような対応を取ってまいりたいと思っておりますので、今はそれ以下の方に対しての補

助というのは検討していないということでございます。

以上です。

議 長（福西広理君） 芝議員。

12番議員（芝 和也君） 私が求めてる範疇は対象にしていないと。現在、障害認定６級の

障害者という認定の基準に基づいて補助をしていくという話でありました。

最後に、現在、障害者総合支援法に基づく対応になっているんですけれども、町長の

思惑としては、本町では、その補助の皆さんに対して町として上乗せをして補助・応援
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をしていく、そういうふうにお聞きして、そういう理解というのはあるんですけど、補

助をしていくという話ですけれども、それは現在の法制度にのっとってやられているこ

とでありますので、何も悪いことではありませんし、その制度は皆さん大いに活用して

もらったらいいんですけど、そこに上乗せして厚くする、その意思、思いはお持ちなの

でありましょうか。もう時間が来ましたので、またこの論議は続けていきますが、今般

の最後に、そこはいかがなものでしょうか。

議 長（福西広理君） 町長。

町 長（竹村匡正君） 先ほどから申し上げておりますが、まず、そういった方々が役場

に対して求める声が大きくなってきたときに、しっかりと県や国に陳情していくと。そ

の中で対応が困難であれば、その次の段階になるということでございますので、現時点

では、そういう地域の実情もないことから、検討はしていないということで回答させて

いただきたいと思います。（芝和也君「上乗せは」と呼ぶ）

上乗せについても、今のところ検討はしておりません。

以上でございます。

議 長（福西広理君） これをもちまして一般質問を終わります。

続きまして、日程第２、総括質疑に入ります。

先日上程されました議案第３号、令和３年度川西町一般会計予算についてより、議案

第３５号、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市

町村総合事務組合規約の変更についてまでの議案３３件を一括議題といたします。

去る８日、当局より提案説明が終わっておりますので、総括質疑通告順により質問を

許します。

１２番 芝 和也議員。

12番議員（芝 和也君） それでは、今般上程の議案に対しまして、私の常任委員会であり

ます総務建設経済委員会を除く部分に係る議案に対して若干お尋ねをいたします。

まず、令和３年度一般会計予算の中でありますけれども、病児保育についてです。

２年度から始まりまして、早速実績も出てきているところでありますけれども、これ

を自治体病院であります国保病院での設置の考えについて、有無を含め、その内容につ

いて意向をお示しいただきたいと存じます。

次に、学童保育についてでありますが、今年度、新たに増築の設計が予算化されてき

ているところであります。御苦労いただきまして、応募されてきた皆さん全員に入って

もらえるように、受入れも確保してきていただいているところでありますが、今年度設

計、来年建設という学童保育所が完成後は、これまで苦労して確保していただいた現在

の小学校の教室等々は返還される旨聞いております。キャパとしてせっかく苦労して広

げて確保したものが相殺されるのではないかと思いますが、その辺についてはいかが相

なりますか。お考えをお示しいただきたいと思います。

それと、可能な増築もしながら、そうした施設を確保してきたというのがこれまでの

流れですので、どこを活用するかは様々ですけれども、やっぱり求めに応じてキャパを

きちっと確保していく、今ある施設を活用して、その辺はきちんと応募を補完できる体
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制を維持していくということが一番の大もとにあるかと思うんですけれども、その辺の

考え方についてお示しいただきたいと存じます。

それから、コンポストについてでありますが、電動のコンポストの購入先を町内外問

わずオープン化するということであります。これまでは、地域活性化等々の観点から、

町内ということで限定をしてきたんですけれども、ここをオープン化ということである

ならば、町の内外で補助単価等々に関して何がしかの違いが必要ではないかと思うんで

すけれども、その辺、いかがお考えになりますか。

次、国保会計についてであります。

現在、国保は、令和６年の統一に向けまして動いているところですけれども、県一本

化になりますと、保険料が現行に照らして２割増ということになりますので、この辺、

今年度も保険料率の改定はありませんが、段階的に変えていくのか、令和６年を待って、

そこで統一される保険料で料率を変えていくのか、その辺の方途をお示しいただきたい

と存じます。

それから、現在保有の基金の活用でありますけれども、これは当然、これまでの加入

者の皆さんの国保の保険料で積み立ててきたものですから、皆さんに還元してしかるべ

きということでありますので、持っといて、納付金分として不足のときにそれを活用し

ていくのか、そうか、保険料率を一気に上げないために、今あるお金は全部使って、保

険料率の緩和で使っていくのか、その辺についても方向性をお示しいただきたいと存じ

ます。

それから、コロナ対応で、国保での傷病手当の実施でありますけれども、今のところ、

本年６月までですか、延長されてるところでありますが、コロナ対応いかんでは、その

延長が再びということにもなりかねませんけれども、それはそれとしまして、これは事

業主の対応がありませんので、その辺、町として補完するべきではないかと存じますが、

そのお考えについてお聞かせいただきたいと存じます。

次に、後期高齢者医療保険についてであります。

これは国保も同様でありますけれども、法定軽減の対象者、特に住民税非課税の皆さ

んに対応する保険料の減免・免除の話でありますが、これまでのところ、その対応はあ

りません。町長との議論では、税と保険は別なので、税で非課税になっている皆さんも

保険はやっぱり負担してもらわんとということでありますが、税免除に鑑みて、やっぱ

り自治体として手だてを講じるべきということではないかと思うんですけれども、そこ

ら辺はいかがお考えになるでしょうか。

介護保険についてであります。

現在、要支援の認定の皆さんは、介護保険の給付が介護保険から市町村事業というふ

うに制度が置き換えられていますけれども、令和３年から第８期の事業計画がスタート

しますけれども、そこでは要支援から要介護に移った皆さんも市町村の総合事業の対象

にできる仕組みになりました。この点、町としては、そういった要支援から要介護に移

られた皆さんも総合事業に乗せるのか、それとも介護給付のほうで対応するのか、その

辺についての意向をお示しいただきたいと思います。



- 44 -

それから、条例関係です。

国民健康保険税条例でありますが、これは、地方税法の改正に伴うものはともかくと

しまして、減免規定の統一に向けての提案が今般なされております。県単一化の統一に

関連する話になりますので、それで減免規定の統一ということですが、課税権限者は市

町村長ということになります。町長はこの統一案を了とするから提案なさっていること

と思いますけれども、保険料もそうですが、こういった減免の規定も地域の実情や意向

に即してそれぞれが決めてきた問題になりますので、やはりそこは単一化になろうがな

るまいが、地域の事情・状況に応じた減免の対応とか保険料の決め方とかいうのはあっ

てしかるべきではないかと思います。県で定められた統一ということになりますので、

地域の事情がどうあれ、それに統一されるという仕組みについて、その辺の問題意識を

町長としてはいかにお持ちか、お聞きしておきたいと思います。

最後、介護保険条例についてであります。

これは、今般８期目のスタートによりまして、第１期と比べますと、今、基準の保険

料が３.１倍まで膨らんできているところでありますが、結局、計画見直しのたびに事業

量が増えますので、その事業量を保険で見合うために算定すると保険料が上がってくる

という仕組みになっていますから、この仕組みで保険料を抑えていこうと思えば、保険

料率の所得階層別を多段階化していって、ならす以外にないかなと思うんですけれども、

保険料率の階層を増やして累進性を強化するなど、そういった方向での緩和策はいかに

お持ちか、お示しいただきたいと思います。

以上です。

議 長（福西広理君） 奥子育て支援担当理事。

子育て支援担当理事（奥 隆至君） それでは、芝議員の御質問にお答えいたします。私か

らは、健康福祉課所管の病児保育、それから学童保育について回答させていただきます。

まず、病児保育についてですが、令和２年度より、香芝市が行う病児保育事業の利用

に関する協定を締結し、香芝市にあるかわしま内科・外科・こどもクリニックに併設さ

れた病児保育室ぽっぽを、川西町内の生後６カ月から小学６年生を対象として利用でき

ることになりました。病児対応型につきましては、病院でなければできないことや、専

用施設の整備、専門職の確保、利益が出る事業ではないなど、非常に多くのハードルが

ございまして、県内でも実施している病院は数カ所しかないのが現状となっております。

このような中で、川西町の保護者の方が、急な病気で仕事が休めない、家で看病でき

る人がいない、よくなってきたが、登園するにはまだ少し難しいなど、子育て中のお父

さん、お母さんのために、何より子どもたちのために、利用できる病児保育室の存在は

大きいというふうに思います。

病児対応型事業につきましては、令和２年度より開始されたばかりでございまして、

令和２年度の実績としましては、今年の１月末時点で２名の利用にとどまっております。

コロナウイルス感染症拡大の影響も否定できませんが、年度当初には広報、ホームペー

ジ、フェイスブックにて住民周知を図り、保育所入所児童保護者宛てにも入所決定時に

案内を同封し、周知をしているところでございます。



- 45 -

当該病児保育室の定員は９名で、今のところ、待機児童があるとの話は出ておりませ

んので、国保病院での病児保育室設置の有無を含め、今のところ意向はございません。

次に、学童保育所についてでございますが、「学童で借りている小学校の教室は返還

する。苦労して確保したキャパ」とございますが、この部分については、毎年小学校の

在籍児童数等により、利用できる少人数指導教室が変動することから、永久的に利用を

確保しているのではなく、学童保育所の利用申込みに応じて、教育委員会や小学校と協

議しながら、少人数指導教室の利用をお願いして借用しているものでございます。国の

学童保育所における対象が小学校３年生から６年生まで引き上げられたこと、それから、

近年の共働きの保護者世帯の増加による学童保育所の利用ニーズに対応すべく、学童保

育所の増築を行うための予算計上をお願いしておりますが、増築を想定している駐車場

部分を活用して、１人でも多く将来の利用ニーズを見据えた上で、増築設計を行ってま

いりたいと思っております。

ただ、増築を想定しているスペースも限りあるスペースでございます。コロナウイル

ス感染症拡大もいつまでに収束するかも分かりません。３密の回避や学校休業中の利用

人員増に対応するため、小学校の少人数指導教室の利用を今後も教育委員会側にお願い

することになるかもわかりませんが、できる限り学童保育所を１つの場所で実施するこ

とで、不足する指導員の確保を緩和することも可能かと思いますので、併せて御理解賜

ればというふうに私は思っております。

以上でございます。

議 長（福西広理君） 大西住民保険課長。

住民保険課長（大西成弘君） 私からは、住民保険課所管分であります、一般会計のコンポ

ストについて、国民健康保険特別会計について、後期高齢者医療特別会計について、条

例関係では国民健康保険税条例についてお答えいたします。

まず、一般会計でコンポストについての御質問にお答えいたします。

これまでの生ごみ堆肥化容器購入の助成制度を見直すに当たり、県内の各市町村の状

況を確認し、電動タイプのものは購入価格の３分の１から２分の１へ、上限額を２万円

から３万円に見直しを行い、非電動タイプのものにつきましては、同様に購入価格の３

分の１から２分の１へ、助成上限額については２,０００円から３,０００円に見直しを

行っています。また、これまでは１世帯一度限りの助成としていたものを一度リセット

し、これまで助成制度を利用した世帯であっても、再度申請を受け付けることを可能と

しました。

さらに、これまで町内の販売店で購入された場合のみ助成の対象としておりましたが、

現在、非電動タイプの取扱い事業者が町内になくなったことから、販売店の指定をなく

し、広く住民の方に制度を利用していただけるように改正するものでございます。

本町以外では、生駒市のほか３つの自治体が販売店を指定しておりますが、それ以外

は指定がございません。自治体内に多くの販売店がある市については、市内に限定され

ておりますが、販売店が限られる町村は指定していないのが現状となっております。今

回、本町でも、改正するに当たり、販売店を指定しない方向で検討しました。また、区
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域内外で助成金額に差があるところはありませんでした。町内の販売店の保護・確保も

重要であると認識していますが、現在ではインターネットでの購入など方法は様々であ

り、住民が利用しやすい制度であることも重要と考え、町内外での購入について助成額

に差を設けないことにしました。

次に、国民健康保険特別会計についての御質問にお答えいたします。

保険料率については、県単一化となった平成３０年度に、令和６年度の統一保険料率

に向けた見直し計画を県のほうに提出しております。この中で、川西町は令和４年度に

保険税率の見直しを行うとしているため、これに向けて検討を進めているところでござ

います。基金につきましては、以前からも申し上げているとおり、県から示される標準

保険料率を参考とし、本町では、都道府県単位化となった平成３０年度に保険料率の見

直しを実施し、それ以降は据え置いている状況です。この据え置きによって、県に支払

う事業納付金が不足となる場合に、その費用を財政調整基金で補う予定です。また、令

和６年度以降において何らかの事由で収納不足が生じた場合などに必要な財源であると

考えています。

また、今年度より開始した無受診世帯に表彰金を支給する健康優良世帯表彰事業や、

保健事業にも町の持ち出し分がありますので、今後、基金活用の可能性があることを申

し添えます。

個人事業主に対しての新型コロナウイルス感染症支援対策につきましては、県の融資

制度である新型コロナウイルス感染症対応資金などを活用いただければと考えますので、

検討していません。

また、以前も申し上げたとおり、奈良県内の市町村で独自の制度として手当てを実施

しているところはないことを申し添えます。

次に、後期高齢者医療保険特別会計についてお答えいたします。

議員も御承知のとおり、後期高齢者医療保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域

連合長が決定するものとなっております。保険料の減免についても、奈良県後期高齢者

医療広域連合の後期高齢者医療に関する条例の定めるところにより、広域連合長が決定

することになりますので、町としては、後期高齢者医療保険料の減免を決定する権限は

ございません。

そこで、今回、芝議員御質問の住民税非課税の免除については、１市町村だけが独自

に講じる問題ではないと考えておりますので、町としましても何らかの策を講じる考え

はございません。

続きまして、条例関係の国民健康保険税条例についての御質問にお答えいたします。

令和６年度の保険料率の統一化までに減免基準についても県内市町村で統一化が図ら

れることは、以前からも申し上げております。県統一化を進める中で、本町のみ独自で

減免を実施することは、統一の主たる目的である公平性に逆行するため、考えていない

のが現状でございます

以上です。

議 長（福西広理君） 栗林長寿介護課長補佐。
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長寿介護課長補佐（栗林美子君） 続きまして、長寿介護課所管の介護保険特別会計と、条

例関係では介護保険条例についてお答えいたします。

介護保険特別会計予算についてですが、今回、国の介護保険法施行規則の一部改正で

は、総合事業の介護予防・日常生活支援サービス事業のうち補助事業のサービスについ

て、要支援のときに利用していた場合に、要介護となっても継続的な利用が可能となり

ました。しかしながら、本町の介護予防・日常生活支援サービス事業には補助事業に該

当するサービスがございません。補助事業のサービスは住民主体のサービスとなってお

りまして、高齢者一人一人が地域とのつながりを継続し、地域で暮らし続けていくこと

ができるようにするものだと考えております。

このように、補助事業による住民主体のサービスであるため、地域の人たちがつなが

る場や地域課題に住民の皆様が気づく機会を提供していき、住民主体のサービスが生ま

れる土壌づくりの取組を進めてまいります。

次に、介護保険条例についての御質問にお答えします。

第１号被保険者の保険料は、介護保険事業計画の介護サービス計画に基づいて３年ご

とに見直しが行われ、第８期介護保険事業計画を策定いたしました。本町は、全国と同

様に、少子高齢化による２０２５年問題、２０４０年問題を控え、介護ニーズの高まり

と利用者の増加傾向があり、介護給付費の増加が見込まれています。第８期計画では、

令和３年度から令和５年度までの介護保険事業費標準給付費の見込みは、前期に比べ約

９％増の約２６億１,０００万円で、その２分の１は保険料、残りの２分の１は国・県・

町が負担します。被保険者の保険料については、６５歳以上の第１号被保険者が２３％

を、４０から６４歳の第２号被保険者が２７％をそれぞれ負担していただくこととなっ

ております。

保険料負担段階については、国の標準段階区分は９段階に設定されており、本町も国

と同様に第１段階から第９段階までとし、保険料率を決定しております。また、低所得

者の保険料軽減強化策として、保険料段階第１から第３段階である町民税非課税世帯に

属する人の年間保険料を減額する措置が取られておりますので、国に準じて実施してま

いりたいと考えております。

保険料の抑制につきましては、これまで第１号被保険者に御負担いただき積み立てて

おりました準備基金を活用することで、保険料の上昇の抑制をしております。

以上です。

議 長（福西広理君） 芝議員。

12番議員（芝 和也君） るる御答弁をいただきました。順番に重ねてお尋ねをいたします。

まず、病児保育でありますけれども、国保病院での設置の考えは、今のところその意

向は持っていないということでありました。いずれにしましても、先ほど理事から答え

ていただきましたように、実施市町村の取組のところに川西町も入れてもらって、そこ

で取り組むという内容になりますので、どこかやってはるところへ入れてもらうという

話になってくるかと思います。長年、川西町でも病児保育の取組を求めていましたけれ

ども、ようやく２年度から実施ということになって、制度としては始まったところで、
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なかなか喜ばしいところでありますけれども、場所が香芝市ということに結果としてな

ってしまったわけであります。結局、病院でないとこの取組はできませんので、せっか

く自治体病院としてあるわけでありますので、それの活用は、やっぱりそこはそこでし

っかり４町でも協議しながら─国保病院の４町は、病児保育についてはうちと同じやり

方で、実施してはるところはどこかで受け入れてもらってやっているということになり

ますので、これは病院を持っているところの強みを生かした取組というのは当然必要か

と思います。ここは大いにもんでいってもらいたいと思いますので、その辺の考え方、

方策について重ねて聞いておきたいと思います。

それから、学童保育の問題です。

教育現場では、教室の活用について少人数学級の話もしておりますので、その辺はバ

ランスの問題でなかなか難しいところで、今はうまいこと使うてはらへんときに、特に

日中は学校が使いますけれども、学童保育の時間は使わへんときがあるから、その辺う

まくバランスを取りながらということで、一生懸命やってもらっているとは思います。

ただ、いずれにしてもそういう苦労をしながら学童の要望に応えようということであり

ますので、町としては、どの施設を使うかは分かりませんけれども、学童保育所は学童

保育所でできる限りの増築もし、そして受入れについては、それで足らず前が出たとき

は、現行の様々な施設がありますけれども、その施設を使って求めには応じるという、

この基本姿勢を貫いて、学校を使うかどこを使うかというのはそのときのケース・バ

イ・ケースやと思いますけれども、調整を取りながら運営していくということで、学童

の需要と供給のバランスはきちんと取っていく、その体制は維持するということなのか

否か、この基本的なところを聞いておきたいと思います。

それから、コンポストの話でありますが、援助の内容を変えたし、売ってはるところ

が、そもそも電動はともかく非電動は町内にはもうあれへんので、それで今般オープン

にしたということでありますから、それはそれで大いに結構な話だと思います。

ただ、ネットで買うか、よそのホームセンターで買うか、どこで買うか、それはそれ

ぞれ買わはる人の話でありますので、自由に選んでもらったらいいと思いますけれども、

町内で買わはった方については、もともと町内限定ということで指定してやっていたの

は、その地域の業者を育てていくという自治体ならではの観点が働いてのことでの指定

ということになってくるかと思います。その辺では、町内で買わはるのと町外で買わは

るのとで傾斜が必要ではないかと思うんですけれども、今はそこを平準化して、どこで

買おうが、ネットで買うおうが何で買おうがみんな一緒ということに切り替えたという

ことなんですけれども、補助は補助できちんとしたらいいと思いますし、一定の傾斜が

必要ではないかと思います。この辺、町長に重ねてお伺いします。

それから、国保会計についてであります。

保険料のほうは、納付金の不足分の補塡等々、その辺は活用していくということであ

りますので、加入者がためられたものでありますので、それはそれできちんと使っても

らえたらというふうに思います。

ただ、事業主の傷病手当ですけれども、これは国保の制度以外の制度を活用して、そ
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れでという話でありますけれども、それは、いわゆる傷病手当の補塡ということではな

かなか実施されているものではありませんので、傷病手当がないから、ある制度をどれ

か活用してという話になってのことかと思います。ですから、実際、国保の傷病手当に

ついても、県内ではまだありませんけれども、市町村で被用者と同じように事業主に対

しても傷病手当をやってるという自治体は出てきているわけでありますので、加入して

る医療保険の傷病手当の制度が国保の事業主だけないというのは、制度としていかがな

ものかと思いますので、そこは制度化されるまでは市町村が補完するしか手だてはない

かと思うんです。その辺、市町村の取組はあってしかるべきではないかと思うんですが、

町長はいかがお考えでしょうか。重ねてお伺いをいたします。

それから、後期高齢者医療保険でありますけれども、減免の規定は当然そこで決まっ

てますので、現行の減免制度ということになるんですけれども、ただ、町長とこの議論

をしますと、住民税非課税の方に対する保険税の賦課ということになりますと、税と保

険は違うということで、それは確かに違うんですけれども、ただ、住民税非課税の皆さ

んも自治体サービスは課税・非課税関係なく同様に受けられるのが自治体の取組であり

ますので、そういう点で言えば、これは保険の面でも税と同じではないかと思います。

住民税が非課税ということになるわけでありますので、何らかの軽減対応は当然必要で

はないかと思うんですけれども、ここは議論が平行線で、問いもこれまでと重なります

が、改めてその点、考え方として町長はどう考えるか、その辺をお示しいただけたらと

思います。

介護保険についてでありますが、これは、該当事業が移行する分はそもそも住民サー

ビスのやつがないということでしたので、それは住民主体サービスの土壌づくりをして

いくということでありましたので、またできてからの話になるかと思います。

国保税条例は、結局県単一化になりますので、合わしていくということで全て進めて

いくのはそういうことなんですけれども、町長自身、課税権限者で残るわけですので、

今は町長が課税するので竹村さん、それから天理ですと天理市長、郡山ですと郡山市長

というふうに、それぞれ市町村長さんが課税権限者ですが、単一化になったら県全体で

どことも同じようになりますけれども、それでも課税権限者として町長が残るというこ

とになります。その課税権限者は、それぞれの事情に応じて地域で融通を利かせながら

これまで取り組んできたと。ところが、今度はその融通が利かん状態になったけど、課

税権限者として残っているというのが今の仕組みです。ですから、今いろいろ融通を利

かしてる、その融通にみんな合わせていくということになるならば、それはそれでいろ

んなメリットはあると思うんですけれども、やってたことをしたらあかんよということ

ですぼめられていって、税率も減免の規定もみんな決まってくるということに変わって

いこうとしている、そこら辺について、課税権限者がこれまで生かしてきた権能が生か

されへんのと違うかと、こう考えるんですけれども、そういうことに対する町長の思い

がありましたら、お聞かせいただけたらと存じます。

介護保険条例についてであります。

介護保険料が上がってきてるということは、町長もよく認識されているところです。
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今の仕組みからいって、これを緩和しようと思ったら、結局、国基準に合わせて９段階

というのが本町の現在までの段階設定ですけれども、これを多段階化して累進度を上げ

るという手しか、当座緩和するということではすべがないかなというふうに思います。

今、１段階と９段階ですと、大体３倍ぐらいですかね。月額で３,０００円ぐらいと、一

番高いのが月額で９,５００円ぐらいになりますので、３倍ちょっとの差がついてるとい

うことですけれども、これを所得階層に変えますと、３倍ではとどまらないと思うんで

す。

だから、その辺、全部を埋めるということはできませんけれども、負担の割合もでき

るだけ公平にいこうと思えば、消費税なんかは負担率が一緒ですので、所得が少なけれ

ば少ないほど負担率が高うなりますけれども、今は９段階ですけれども、累進的に段階

を設定しているというのは、負担の公平性ということで、ある人からは応分の負担を、

ない人はそれなりの負担率を軽減ということで今示されているわけですので、基本的な

仕組みは同じですから、これを大いに活用して、累進度合いというんですか、累進を強

めて多段階化にしていって軽減策を取っていくべきではないかと。ほかのすべがまたで

きてきたら別ですけれども、現在はそういう手しか─右肩上がりで必ず上がっていきま

すから、次の９期目はこの調子でいけばさらに絶対上がりますから、それらを含めて、

その辺、町としては手を打つべきと思います。いかがお考えか、お尋ねをいたします。

議 長（福西広理君） 竹村町長。

町 長（竹村匡正君） ありがとうございます。病児保育につきまして、場所が遠いので、

近くの国保病院でできないかと。せっかく４町で構成している、いわば自治体病院なの

で、そこでできないのかというようなお話でございますが、今現在、構成団体である４

町ともに、ほかの施設で病児対応型保育を契約して対応しているのが現状でございます。

国保病院でやるとなると、スペースを確保する、また、それに合わせた修繕費用もか

かってくる、また医師・看護師の確保が必要であると。病児保育の利用自体が、病気に

ならないと利用しませんので、利用しないときはコストばっかりかかってしまうという

ような状況になってきます。現在、４町ともにほかの病院と提携して対応していること

から、現状のままでよいと、国保病院でやる意向はないと、先ほど理事が申したとおり

でございます。

次に、学童保育につきまして、住民の皆様方、保護者の皆さんから希望があれば、そ

れに応じて対応していくのかどうかという基本姿勢についての問いでございます。

極力保護者の皆様方の希望に応じて対応してまいりたいとは思っておりますが、やは

り受入れ能力、キャパシティの問題がございます。また、高学年になりますと、児童自

身が学童保育をなかなか利用したがらないという面もございますので、ぜひ御家庭の中

でも検討していただきたいと思うんですが、基本姿勢につきましては、極力受け入れて

いきたいということでこれまで対応してきたつもりでございますし、引き続き対応して

まいりたいと考えております。

次に、コンポストの件でございます。

議員がおっしゃるには、町内企業の育成の観点から、町内企業が電動を取り扱ってい
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るのであれば、何がしかの傾斜をつけるとかいうような対応はできないかということで

ございますが、住民保険課長からもあったとおり、他の自治体においても助成額に差を

設けているところもなく、やはり一定の競争性が必要なのかなと考えておりますので、

当初の提案どおり、町内外の企業同一の条件下で対応させていただきたいと考えており

ます。

次に、国保特会の傷病手当の件での御質問だと思いますが、事業主が除かれていると

いうのは、そもそも被用者、雇用されている立場の方が非常に弱い立場にございます。

例えばコロナにかかったときに給与を一方的に減額されたりとか、もしくは解雇されて

しまう、そういった可能性に対しまして、給与に対する所得補償という考え方に基づい

て国が対応しているわけでございまして、事業者の場合は自分で経営しているわけでご

ざいますので、また違うと思っております。なかなか厳しい状況ではございますが、民

間でもそういった保険もあると思いますし、また、事業をされていると、保険料につき

ましても経費で落とせるのではないかとも考えておりますし、こちらにつきましては、

国の対応を見守っていきたいと考えておる次第でございます。

次の国保、高齢者医療特会につきまして、住民税非課税者に対しての減免措置ができ

ないかということが、その問いの先にあるものだと思っておるんですが、これも以前か

ら申しておりますとおり、税と保険とは別と考えておりますし、一定の国の制度もござ

いますので、そこに乗っかっていただきたい、それで対応していきたいと思います。国

で精密に作られた制度でございますので、こういった制度につきましては国で対応する

のが本筋ではないかなと考えております。

その次の国民健康保険条例の件で、市町村長が課税権限者なので、今後統一されるけ

ども、減免については各市町村が権限を持っているので、対応できるのではないかとい

うお話であったと思うんですが、そもそも国保事業につきまして県単位化を進められて

いるのは、奈良県においてどこに住んでいても、同じ家族構成、同じ所得状況であれば、

同じ保険料を支払っていきますよという形で、それに賛同して県単位化に各市町村が行

っておるわけでございまして、減免制度につきましても、やはりどこの市町村にいても

同じ対応がなされるということが必要なのかなと思っておりますので、川西町独自で減

免対応することはございません。しない方針でございます。

最後の介護保険につきまして、当初から保険料も膨らんできており、いわゆる低所得

者の方は保険料負担が大きくなる。そこで、今、９つの段階で保険料が設定されておる

けれども、一番上の段階でさらに階層化して、累進性を強化してはどうかというような

御提案でございます。そしてまた、金額は３倍とはなるけれども、金額自体が所得に比

すればそこでもないというふうな向きのお話であったかと思うんですが、所得が多いこ

とをもって本来の基準額から大幅に賦課するのは、そもそもみんなで支え合う保険とい

う制度からして、いかがなものかなと思いますし、一方で、より所得の低い方々からの

保険料を取らずに所得の高い方から取るというのは、同じサービスを受けるに当たって

はいかがなものかなと思っております。保険制度を使っていただいてサービスを受けて

いただくのが本筋ではあるんですが、一方で、無駄にという言い方は失礼かもしれませ
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んが、より必要性が薄いサービスまで受けられることによって全体の保険給付額が増え

るというのも、全ての人に保険料を賦課することによって抑制されていくという面もご

ざいますので、ここは先ほどの国保会計とも同じでございますが、国が精緻に制度を設

計しておりますので、国の制度に準じて対応してまいりたいと考えております。

以上でございます。

議 長（福西広理君） これをもちまして総括質疑を終わります。

以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。

本日の会議は、これをもって散会いたします。ありがとうございました。

（午前１１時４１分 散会）
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議 事 日 程

総 務 建 設 経 済 委 員 会

厚 生 委 員 会
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時 分

時 分

時 分

時 分

歳出

歳入 上記関係歳入

歳出

日 程 第 3 議 案 第 9 号 令和3年度川西町水道事業会計予算について

日 程 第 4 議 案 第 10号 令和3年度川西町下水道事業会計予算について

日 程 第 5 議 案 第 11号 令和2年度川西町一般会計補正予算について

議会費

款5 農商工業費 項2

項3 都市計画費

項1

商工費

P18～P19款6 土木費 項1 土木管理費

P19～P20

P 15款1 議会費

P18

項1 総務管理費 P15～P10款2 総務費

P19項2 道路橋梁費

総 務 建 設 経 済 委 員 会 議 事 日 程

開議9 00令 和 3 年 3 月 10 日 (水)

12 00 休憩

日 程 第 1 議 案 第 3 号 令和3年度川西町一般会計予算について

款1 議会費 P31～P32

款2 総務費 P32～P44

款5 農商工業費 P61～P64

款6 土木費 P65～P71

款7 消防費 P71～P73

P73～P88

款10 諸支出金 P89

款9 公債費

13 00 再開

14 46 閉会

P14～P30

日 程 第 2 議 案 第 8 号 令和3年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について

款11 予備費 P89

P89

款8 教育費
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歳入 上記関係歳入

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出

日程第12

日程第13

固定資産評価審査委員会条例及び職員の服務の宣誓に関する条
例の一部改正について

川西町附属機関設置条例の一部改正について

日程第14

日程第15

日程第16

議案 第 33号

議案 第 34号

議案 第 35号

川西町体育施設の指定管理者の指定について

川西町道路線の認定について

奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少
及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更について

款1 資本的支出 項1 建設改良費 P3

議案 第 21号

議案 第 22号

議案 第 18号

項2 負担金 P2

項3 補助金 P2

款1 資本的収入 項1 企業費 P2

日 程 第 8 議案 第 17号 令和2年度川西町下水道事業会計補正予算について

款1 水道事業収益 項2 営業外収益 P2

款1 水道事業費用 項1 営業費用 P2

項2 営業外費用 P2

小学校費

款7 消防費

日程第11 議案 第 20号 川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例の制定について

P20～P21

社会教育費 P21

項5

項6

日 程 第 6 議案 第 15号 令和2年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算につ
いて

P10～P14

日程第10 議案 第 19号

日 程 第 7

日 程 第 9

P21～P22

幼稚園費

川西町道路附属物自動車駐車場に関する条例の制定について

項7 保健体育費

議案 第 16号 令和2年度川西町水道事業会計補正予算について

川西町被災者住宅再建支援条例の制定について

項1 消防費 P20

教育費 項2款8 P20
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出席委員

委員長 副委員長

委　員 委　員

委　員

議　長 副議長

説明のために出席した者

町　長 竹村　匡正

副町長 森田　政美

総務特別参事 江畑　幸男

総務課長 　 石田　知孝

総合政策課長 喜多　勲

税務・債権管理課長

事業課結崎駅周辺整備事業室 松下　正嗣

橋本　宗和

吉岡　秀樹

事務局主幹

会計管理者 福本　誠治

職務のために出席した者

議会事務局長

議会事務局主事

事業課長 山口　尚亮

教 育 長

教委事務局長

欠席委員及び職員

福山　臣尾

中嶋　正澄

安井　洋次

安井　知子

伊藤　彰夫

福西　広理

芝　　和也

西川　直明

　 深澤　達彦

中川　辰也

弓仲　利博
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時 分

時 分

歳入 上記関係歳入

歳入 上記関係歳入

P18

10 51 閉会

保健衛生費

項2 清掃費

議 案 第 5 号 令和3年度川西町後期高齢者医療特別会計予算について

議 案 第 6 号 令和3年度川西町介護保険事業勘定特別会計予算について

款4

P15

P14～P30

日 程 第 2 議 案 第 4 号 令和3年度川西町国民健康保険特別会計予算について

社会福祉総
務費

民生費 項1

歳出

日 程 第 3

日 程 第 4

厚 生 委 員 会 議 事 日 程

令 和 3 年 3 月 12 日 (金) 9 00 開議

日 程 第 1 議 案 第 3 号 令和3年度川西町一般会計予算について

P41

款3 民生費 P45～P56

歳出 款2 総務費 項3 戸籍住民基
本台帳費

P16

衛生費 項1 保健衛生費 P56～P15

P17～P18

議 案 第 7 号日 程 第 5 令和3年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算
について

日 程 第 6 議案第 11号 令和2年度川西町一般会計予補正算について

日 程 第 8 議案第 13号 令和2年度川西町後期高齢者医療特別会計補正予算について

P18款4

P10～P14

項2 清掃費

款2

款3

項1 目13総務管理費総務費 新型コロナウイ

ルス対応地方創

生臨時交付金事

業費

P16

P16～P17

項3 戸籍住民基
本台帳費

項2 児童措置費

項3 人権施策費

衛生費 項1

日 程 第 7 議案第 12号 令和2年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について

P17
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日 程 第 9

議案第 23号 川西町国民健康保険税条例の一部改正について

議案第 25号

議案第 26号

議案第 27号

日程第12

日程第13

日程第14

川西町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正について

川西町放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正について

川西町国民健康保険条例の一部改正について

日程第11 議案第 24号 川西町特別会計条例の一部改正について

日程第10

議案第 14号 令和2年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算について

川西町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定め
る条例の一部改正について

川西町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基
準を定める条例の一部改正について

川西町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部改正について

川西町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設置及
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部
改正について

日程第16

日程第17

日程第18

日程第19

川西町介護保険条例の一部改正について

議案第 29号

議案第 30号

議案第 31号

議案第 32号

日程第15 議案第 28号
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出席委員

副委員長

委　員 委　員

委　員 委　員

説明のために出席した者

町　長 竹村　匡正

副町長 森田　政美

　江畑　幸男

総務課長 　石田　知孝

会計管理者

職務のために出席した者

議会事務局長

議会事務局主事

欠席委員及び職員

委員長 寺澤　秀和

福本　誠治

中川　辰也

安井　洋次

総務特別参事

長寿介護課長 岡田　充弘

大西　成弘住民保険課長

奥　　隆至子育て支援担当理事

石田　三郎

堀　　格

松村　定則

福西　広理

弓仲　利博
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令 和 ３ 年 川 西 町 議 会

第 １ 回 定 例 会 会 議 録

（ 第 ３ 号 ）

令和 ３ 年 ３ 月１９日
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令和３年川西町議会第１回定例会会議録 (再 開)

招集年月日 令和３年３月１９日

招集の場所 川西町役場議場

開 会 令和３年３月１９日 午後２時宣告

出 席 議 員 ２番 弓仲 利博 ３番 福山 臣尾

４番 堀 格 ５番 松村 定則 ６番 安井 知子

７番 福西 広理 ８番 伊藤 彰夫 ９番 石田 三郎

10番 寺澤 秀和 11番 中嶋 正澄 12番 芝 和也

欠 席 議 員

地方自治法第 町 長 竹村 匡正 副町長 森田 政美

121条の 規定 教育長 橋本 宗和 総務特別参事 江畑 幸男

により説明の 子育て支援担当理事 奥 隆至 会計管理者 福本 誠治

ため出席した 総務課長 石田 知孝 総合政策課長 喜多 勲

者の職氏名 税務課長 西川 直明 住民保険課長 大西 成弘

長寿介護課長 岡田 充浩 教委事務局長 吉岡 秀樹

事業課長 山口 尚亮

事業課結崎駅周辺整備事業室長 松下 正嗣

監査委員 出席なし

本会議に職務 議会事務局長 中川 辰也

のため出席し モニター係 安井 洋次

た者の職氏名

本日の会議に 別紙議事日程に同じ

付した事件

会 議 録 署 名 議長は会議録署名議員に次の２人を指名した

議員の氏名 ３番 福山 臣尾 議員 ４番 堀 格 議員
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川西町議会第１回定例会（議事日程）

令和３年３月１９日（金）午後２時００分再開

日程 議案番号 件 名

第 1 委員長報告 議案第 3 号 ～ 議案第 35 号

総務建設経済委員長 議案第 3 号、議案第 8 号 ～ 議案 11 号

議案第 15 号 ～ 議案第 22 号

議案第 33 号 ～ 議案第 35 号

厚生委員長 議案第 3 号 ～ 議案第 7 号

議案第 11 号 ～ 議案第 14 号

議案第 23 号 ～ 議案第 32 号

質疑 ・ 討論 ・ 採決

(追加日程)

第 2 発議第１号 川西町議会委員会条例の一部改正について



- 63 -

（午後２時００分 再開）

議 長（福西広理君） 皆様、こんにちは。これより令和３年川西町議会第１回定例会を

再開いたします。

本日におきましても、新型コロナウイルス感染予防対策のため、出席者全員にマスク

の着用を求めますので、御了承ください。

ただいまの出席議員は１１名で、定足数に達しております。よって議会は成立いたし

ましたので、これより本日の会議を開きます。

日程第１、委員長報告を議題といたします。

去る８日の定例会において上程され、各委員会に付託されました、議案第３号、令和

３年度川西町一般会計予算についてより、議案第３５号、奈良県市町村総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更についてま

での議案３３件に対する審査の経過並びに結果について、委員長の報告を順次求めます。

総務建設経済委員長 安井知子議員。

総務・建設経済委員長（安井知子君） 議長の御指名をいただきましたので、総務建設経済

委員会を代表いたしまして、委員長報告をいたします。

去る、令和３年３月８日の本会議におきまして、総務建設経済委員会に付託を受けま

した議案の審査の経過と結果の概要につきまして御報告申し上げます。

当委員会は、３月１０日に委員会を開催し、付託されました議案１６件につきまして、

理事者の出席を求め、慎重に審査を行いました。

まず、議案第３号、令和３年度一般会計予算についてのうち、当委員会所管分につい

てであります。

歳入につきましては、質疑はありませんでした。

次に、歳出につきましては各款ごとに審査しましたので、款ごとの報告といたします。

総務費では、南都銀行派出所手数料及び窓口時間の短縮について、庁舎のＬＥＤ化に

ついて、地域公共交通対策について、新型コロナウイルス感染症対策における消費喚起

対策及び感染症対策協力金について、保田樋門のカメラ移設について、新防災無線の普

及率についてのほか、各委員より質疑があり、いずれも詳細な説明を受けました。

農商工業費では、稲作病害虫等対策等作付支援補助金について、大和平野賦課金につ

いて、土地改良施設適正化事業について、地域マーケットの取組について、太子道の舗

装整備についてのほか、各委員より質疑があり、いずれも詳細な説明を受けました。

また、農商工業費における要望事項として、「一 水稲共済への加入について、周知を

図ること」、「一 新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金の活用を検討すること」

の２点について、各委員より要望がありました。

土木費では、環境整備分筆登記事業について、道路整備事業について、道路新設改良

費について、大和平野中央プロジェクト事業の状況について、既存木造住宅の耐震診断

及び改修補助について、駅前駐車場運営管理委託料について、公営住宅の退去に伴う修

繕費及び空き家となっている住宅の取扱いについてのほか、各委員より質疑があり、い

ずれも詳細な説明を受けました。
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また、土木費における要望事項として、「一 太子道について、整備目的等が残る方法

を検討すること」、「一 道路舗装工事の優先順を開示できるようにすること」、「一

道結崎９号線の道路改良について予算の節減に努めること」の３点について、各委員よ

り要望がありました。

消防費では、ハザードマップについて、消防団員の資格について、浸水対策について、

住民の防災意識の向上についてのほか、各委員より質疑があり、いずれも詳細な説明を

受けました。

教育費では、給食費の減免について、小学校における学級定員について、ＧＩＧＡス

クール構想で配備したパソコンの管理・運用方法について、能楽の開催頻度について、

島の山古墳整備事業についてのほか、各委員より質疑があり、いずれも詳細な説明を受

けました。

また、教育費の要望事項として、「一 式下中学校における給食費の減免について検

討すること」について、委員より要望がありました。

公債費、諸支出金は、質疑はありませんでした。

予備費では、予備費の考え方について委員より質疑があり、詳細な説明を受けました。

以上、各分野にわたり厳正な審査の後、採決の結果、賛成多数で、原案のとおり可決

すべきものと決しました。

次に、議案第８号、令和３年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について

では、住宅新築資金等貸付金の回収状況についてのほか、各委員より質疑があり、いず

れも詳細な説明を受け、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決

すべきものと決しました。

次に、議案第９号、令和３年度川西町水道事業会計予算についてでは、旧浄水場除却

について、磯城郡広域水道事業について、新型コロナウイルス対策における水道基本料

金減免の延長について、水道事業に対する一般財源の投入についてのほか、各委員より

質疑があり、いずれも詳細な説明を受け、厳正な審査の後、採決の結果、賛成多数で、

原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第１０号、令和３年度川西町下水道事業会計予算についてでは、下水道ス

トックマネジメント計画についてのほか、委員より質疑があり、いずれも詳細な説明を

受け、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。

次に、議案第１１号、令和２年度川西町一般会計補正予算についてのうち、当委員会

所管分についてであります。

歳出では、未使用の給食材料費について、日常の給食残飯の活用方法についてのほか、

委員より質疑がありました。

また、歳入ほかでは、財政状況について、新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付

金についてのほか、委員より質疑があり、いずれも詳細な説明を受け、厳正な審査の後、

決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第１５号、令和２年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算に
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ついて及び議案第１６号、令和２年度川西町水道事業会計補正予算については、質疑も

なく、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。

次に、議案第１７号、令和２年度川西町下水道事業会計補正予算についてでは、マン

ホール蓋改築計画及び改築工事についてのほか、各委員より質疑があり、いずれも詳細

な説明を受け、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきも

のと決しました。

次に、議案第１８号、川西町被災者住宅再建支援条例の制定についてでは、交付基準

と国の支援金を受けた場合との関係性について、委員より質疑があり、詳細な説明を受

け、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。

次に、議案第１９号、川西町道路附属物自動車駐車場に関する条例の制定についてで

は、自動車駐車場に設置する機器の選択理由について、駐車料金の設定根拠について委

員より質疑があり、詳細な説明を受けました。その後、委員より修正案が提出されたの

で、提案説明を受けた後、修正案より採決した結果、全員一致で、修正案が可決された

ので、本案については、修正すべきものと決しました。

次に、議案第２０号、川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例の制定についてで

は、駐車料金の設定についてのほか、委員より質疑があり、詳細な説明を受けました。

その後、委員より修正案が提出されたので、提案説明を受けた後、修正案より採決した

結果、賛成少数で修正案が否決され、続いて、原案につきましても、賛成少数で否決と

なったので、本案については、否決すべきものと決しました。

次に、議案第２１号、固定資産評価審査委員会条例及び職員の服務の宣誓に関する条

例の一部改正について、議案第２２号、川西町附属機関設置条例の一部改正について、

議案第３３号、川西町体育施設の指定管理者の指定について、議案第３４号、川西町道

路線の認定について及び議案第３５号、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更については、質疑もなく、厳

正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上が、付託を受けました議案の審査の経過と結果であります。

次に、当委員会所管に係る審査案件につきましては、地方自治法第１０９条の規定に

基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるように議決されんことを望みまし

て、総務建設経済委員長報告とさせていただきます。

何とぞ議員各位の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。

議 長（福西広理君） 続きまして、厚生委員長 寺澤秀和議員。

厚生委員長（寺澤秀和君） 議長の御指名をいただきましたので、厚生委員会を代表いたし

まして委員長報告をいたします。

去る令和３年３月８日の本会議におきまして当委員会に付託されました議案の審査の

経過と結果の概要につきまして御報告申し上げます。

当委員会は、３月１２日に委員会を開催し、付託されました議案１９件につきまして、
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理事者の出席を求め、慎重に審査を行いました。

まず、議案第３号、令和３年度川西町一般会計予算についてのうち、当委員会所管分

についてであります。

歳入につきましては、質疑はありませんでした。

次に、歳出ですが、各款ごとに審査しましたので、款ごとの報告といたします。

総務費では、マイナンバーカードの普及率についてのほか、委員より質疑があり、い

ずれも詳細な説明を受けました。また、マイナンバーカードの利便性を図るためにも、

コンビニ交付の導入を検討願いたいと、委員より要望がありました。

民生費では、ぬくもりの郷デイサービス・グループホームにおいて、備品購入等が行

われた場合の指定管理者との経費負担等の取り決めについて、委員より質疑があり、詳

細な説明を受けました。

次に、児童措置費では、保育委託費が前年度より増額になった理由について、学童保

育所の実績と今後の見通しについて、学童保育所の増築に係る設計及び工事費の見込み

についてのほか、各委員より質疑があり、いずれも詳細な説明を受けました。

衛生費では、予防接種委託料が前年度より増額になった理由について、肺炎球菌ワク

チンの接種率と助成制度について、子育て支援アプリ（母子モ）登録者数について、幹

線道路沿いにあるごみ集積場所への通りすがりの投棄のほか、委員より質疑があり、い

ずれも詳細な説明を受けました。

以上、各分野にわたり厳正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決

すべきものと決しました。

次に、議案第４号、令和３年度川西町国民健康保険特別会計予算について及び議案第

５号、令和３年度川西町後期高齢者医療特別会計予算については、質疑もなく、厳正な

審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第６号、令和３年度川西町介護保険事業勘定特別会計予算についてでは、

地域密着型認知症グループホームの今後の整備方針について、地域包括支援センターの

町直営化による課題とメリットについてのほか、委員より質疑があり、いずれも詳細な

説明を受け、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。

また、地域密着型認知症グループホーム整備において、整備途中での中止は、町の負

担はないとはいえ、担当職員への労力負担はかかっている。今後、同様の事業を進める

に当たっては、事業所の選定を慎重に審査し、このようなことにならないよう努めても

らいたいと、委員より要望がありました。

次に、議案第７号、令和３年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算に

ついてでは、地域包括ケアシステム導入・構築業務について、委員より質疑があり、詳

細な説明を受け、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。

次に、議案第１１号、令和２年度川西町一般会計補正予算についてのうち、当委員会

所管分についてであります。
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歳出では、学童保育所委託料の減額理由について、磯城休日応急診療所負担金の増額

について、委員より質疑があり、いずれも詳細な説明を受け、厳正な審査の後、採決の

結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第１２号、令和２年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について、議

案第１３号、令和２年度川西町後期高齢者医療特別会計補正予算について、議案第１４

号、令和２年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算について、議案第２３号、川

西町国民健康保険税条例の一部改正について及び議案第２４号、川西町特別会計条例の

一部改正については、質疑もなく、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案の

とおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第２５号、川西町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正についてでは、みなし支援員の期間延長についてのほか、各委員

より質疑があり、いずれも詳細な説明を受け、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致

で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第２６号、川西町放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正について、

議案第２７号、川西町国民健康保険条例の一部改正について及び議案第２８号、川西町

介護条例の一部改正については、質疑もなく、厳正な審査の後、採決の結果、全員一致

で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

次に、議案第２９号、川西町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て、議案第３０号、川西町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第３１号、

川西町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について及び議案第３２号、川西町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設置及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてでは、業務継続計画

の策定等と地域住民との連携について、委員より質疑があり、詳細な説明を受け、厳正

な審査の後、採決の結果、全員一致で、原案のとおり可決すべきものと決しました。

また、避難訓練の際には、過去に被災された高齢者施設に鑑み、地域住民との連携は

重要であるので、自主防災会等を交えた訓練を進めてもらいたいと、委員より要望があ

りました。

以上が、付託を受けました議案の審査の経過と結果であります。

次に、当委員会所管に係る審査案件につきましては、地方自治法第１０９条の規定に

基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるよう議決されんことを望みまして、

厚生委員長報告とさせていただきます。

何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようお願いいたします。

議 長（福西広理君） 以上で各委員長の報告が終わりました。

これより委員長報告に対する質疑に入ります。
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質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に入りま

す。

討論ございませんか。

１２番 芝議員。

12番議員（芝 和也君） １２番 芝 和也です。それでは、ただいま総務建設経済委員会及

び厚生委員会の両常任委員長から報告のありました、令和３年度川西町一般会計予算に

ついてより、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県

市町村総合事務組合規約の変更についてまでの３３議案に対する討論を行います。

態度表明でありますが、令和３年度の一般会計、国保会計、後期高齢者医療保険、介

護保険事業勘定、水道事業の各予算案５本と、川西町道路附属物自動車駐車場に関する

条例、川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例の条例制定２本及び介護保険条例の

一部改正についての条例改正１本の８議案については、反対するものであります。

まず、令和３年度の一般会計予算についてでありますが、財政指標が示す本町の財政

体力は十分に維持し、備えている状況にある今日、駅前と工業団地の両整備事業を進め

るとともに、橋の長寿命化にもめどをつけ、町内道路の整備など各種社会資本整備を手

がけ、町の発展と将来構想を見据えた進展が期待されるところでありますが、新年度に

おきましてもコロナ対応の取組が引き続き求められていることに変わりはありません。

とりわけ、感染拡大の抑制策が一層求められる問題ですし、コロナに起因する経済対応

に関する取組は相当長期にわたって続くことが予想される問題であり、取り組むべき課

題も山積してきており、自治体の今日的な大きな役割になってきていることは、町長を

初め、皆さん共通の認識と存じます。

この点で、ワクチンは国の取組を全国の市町村がこなすような形になっていることは

否めませんが、これはこれとして、コロナ対応としましては、新たな地域振興券や給食

の無償化の延長で１学期をカバーする形になっていますが、加えて、コロナ起因の減収

世帯に対する補塡策を昨年実施できていない非正規を中心に、ひとり親家庭への対応と

同様の手だてが届くよう取り組むべきと考える次第であります。

また、給食無償化や中学校の制服支給に関しては、コロナに関わらず、従前から子育

て世帯の支援策としてその取組を求め、議論を重ねている問題であることは承知のとお

りであります。これらの手だては、今日の景気状況、就労状況や労働環境の状況等々か

ら起因する社会の大きな求めでありまして、決して看過できる問題ではありません。自

治体としましては、この辺の充足が必要と考えます。

また、災害対応におきましても、今般の条例制定により復興への手だてが講じられる

こととなったことは大いに歓迎するところでありますが、本町の立地から来る、避難所

も含め水没のリスクが非常に高いことからも、他地域にはない避難所対応が求められて

いる問題で、広域連携を含め、特別の対応策の用意が必要と存じます。また、従前から

議論を重ねているブロック塀の撤去や補強策、住宅リフォームや太陽光パネルの設置補
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助等の取組におきましても、災害被災時における側面的な支援には十分に効果を発揮す

るものと考えます。設備の有無で明暗が分かれることも往々にして生じることにつなが

ります。この辺の取組も引き続き求めるものであります。

ネウボラの取組など子育て支援に関しては、先進的な取組に加え、懸案の病児保育も

昨年から始まり、その進展を見てきているところでありますので、医療費助成について

も、本町を初め全県的に義務教育終了までがその対象となってきていることからも、親

の経済力に関係なく、国保証を渡している１８歳までをその対象に引き上げることを引

き続き求めるものであります。

また、高等教育への学資の手だての問題でも、その手だてを講じるべく議論を重ねて

いますが、兄弟そろって私学の大学に通う場合等について、町長も父親として自らこの

問題を体現されているところであります。奨学金の問題にしても、現状は奨学金という

名前の学生ローンにほかなりませんので、社会人として出発する時点で既に数百万単位

で借金を抱えてのスタートとならざるを得ませんし、所得の多い家庭ですと、そもそも

このローンも活用できない状況にある旨、町長も私との会話の中で以前お述べでありま

したように、制度の見直しや充足が求められている問題にほかなりません。既に県下で

もこうした問題への支援策に踏み出している自治体も見られますので、本町は本町なり

に創意工夫を凝らして、備えた体力を大いに生かし、それにふさわしい取組はまだまだ

可能と判断する次第であります。これらの充実に向けた予算の組替えを求めまして、本

予算案については反対するものであります。

次に、国保と後期高齢者医療保険の令和３年度の予算についてであります。

国保も後期のように県下一本化として実施すべく、令和６年の統一化に向け、目下過

渡期にありますが、その大儀は、国保会計の安定とのことであります。ただ、統一後の

保険料率が本町の場合は２割増になるとの試算が示されていますので、質疑を通じまし

て、来年度引上げの見直しにかかる旨、示されました。議論の渦中にありますが、賦課

することは状況がどうであれ可能でありますけれども、問題は、支払い能力がそれにつ

いていけるのか否かであります。本町の場合、法定軽減の対象者はおおむね７割程度お

られますので、保険料率の引上げは、さらなる負担増として発生することは避けられま

せん。負担能力を超える場合は、新たな滞納の発生にもつながる問題です。いずれにし

ましても、こうした負担を抑えるすべがない限り、この問題は解決を見ませんし、保険

料の支払いを求めるほうはしんどいかどうかは分かりませんが、払うほうは厳しさが増

すのみにほかなりません。

議論は平行線の域を出ませんが、まずは税法上納税が免除されている非課税者に対し

て、両保険料においても同様の扱いとなるように、減免・免除等々の手だてを講じるこ

とを求めるものであります。

同様に、子どもの均等割の問題でありますが、これも制度上の大きな矛盾そのもので

して、支払い能力が全くない子どもに対しても１人当たり何ぼという均等割がかかる仕

組みになっていることから、多子世帯ほどその負担が膨らむこととなり、保育などで実

施の多子世帯対応の割引の取組と全く逆行する仕組みがしかれている点であります。
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町長は、受益者負担云々とのことで、負担はやむなしとされてきているところであり

ますが、この議論を重ねる中、地方６団体など各方面での働きかけもありまして、令和

４年度からは、子どもの均等割の一部が外れる仕組みが国でしかれるようであります。

至極当然の問題と心得ますので、町としての取組を、この均等割の問題、非課税者への

保険料免除等の問題の改善を引き続き求める次第であります。

また、国保の傷病手当でありますが、現在、被用者にのみ適用されていますので、事

業主はその対象外という問題が生じております。一口に事業主と言いましても、業種や

形態は様々でして、事実上、被用者と同様の働き方でありながら、形態は個人事業主と

なっている事例も決して少なくありません。この状態を補完すべく歩み出している自治

体があるということは、制度の問題ですので、国の制度化を迫りながらも、その間手を

差し伸べるのは自治体の務めではありませんか。この点でも先進地に倣って、実情に応

じる措置の実施を求めまして、両特別会計につきましても反対するものであります。

次に、６号の介護保険介護事業勘定についてでありますが、これは、後から出てまい

ります条例案とリンクするものでありますので、理由はそのときに述べることといたし

ます。

次に、令和３年度の水道事業予算についてであります。

目下、磯城郡の場合、その先の県全体の統合に向けた取組の渦中に置かれているのが

現状ですが、水道事業としての本町の使命は、安全・安価で良質の水道水を安定して供

給することが求められており、これに向けて鋭意努力されていることはそのとおりと存

じますし、常々敬意を表しているところでありますが、統合にはメリット、デメリット

が当然ついて回ることとなりますので、そこはメリットがあるからこそ、それを選択す

るということになろうかと存じます。この辺、今となっては、磯城郡統合の評価を出す

時間もない状況にならざるを得ない中、磯城郡統合後わずか３年で県統合が始まる事態

に至っています。今日、本町水道事業は、配管をして水を仕入れて小売りをするのが主

たる取組になっていますので、コストパフォーマンスのみにとらわれてはなりませんが、

事業運営に関してはこのことが大きなウエートを占めていることは間違いありません。

この点では、何ぼで仕入れて、経費がこれだけかかり、収入がこれだけで売上げがこう

なりましたと分かりやすく示すことを含め、議会と住民に情報をつまびらかに開示し、

誰もが判断できる状況が求められておりますので、この点への留意を求める次第であり

ます。

加えて、本会計で積年議論を重ねている他会計からの繰入れの問題でありますが、コ

ロナ対応で臨時的に基本料金の免除措置が取られたことからも、その取組が物理的に可

能であることが改めて示されました。どういう仕組みにするかは様々ありますが、ここ

は、住民サービスは一般行政であれ水道事業であれ同様ですので、本町の運営で行く間

は、この点に留意した予算措置を引き続き求めるものであります。

また、県に離れてしまいますと、もうよその水道企業ということになりますから、こ

れらも含め、中身について全くあずかり知らなくなってしまうこともデメリットと言え

るのではないかと存じます。
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以上を申し添え、本予算案に対しましても反対する次第であります。

次に、条例関係についてであります。まず、１９号と２０号の自動車駐車場と自転車

駐車場に関する条例制定についてであります。

後ほど修正案を提出いたしますが、原案につきましては、自動車駐車場では、料金徴

収において区分の変更をし、無料時間終了後は一律に３０分ごとに１００円とすること、

自転車駐車場においては、徴収の起点を、止めてから２４時間を毎日午前１時を起点に

料金をカウントする仕組みに変えることを求めまして、原案には反対をするものであり

ます。

次に、２８号の介護保険条例の改正案についてであります。

これは、次期第８期の保険料改定でありまして、新規保険料は基準階層で月額５,００

０円から５,６０４円へと約６００円の引上げ改定であります。皆さん御承知のとおり、

当該保険料は、見直しのたびに膨らみ、右肩上がりに引き上がってきているのが実情で

して、何とかこの傾向を緩やかにするべく、第８期もそうですが、基金の取崩しにより

保険料の上昇を避ける努力が行われてまいりましたが、次期第８期の保険料は、介護保

険スタート時の第１期の保険料の３.１倍に膨らんできているのが現状であります。

現在、この保険料の所得階層を国基準の９段階で設定し、一番低い第１段階は基準の

第５段階の半額に、一番高い第９段階は基準の１.７倍に設定され、累進性が図られてい

るところでありますが、国保や後期でも触れましたように、住民税非課税者であっても

この保険料は賦課され、年金からの天引き方式が採用されていますので、未納は起こり

ませんが、その天引きは、ほかに優先して介護保険からまず引き落とされる仕組みにな

っていることは町長も承知のことであります。

保険料の抑制についてでありますが、住民税非課税者の免除措置が法制化されました

ら話は別ですが、それまでは受益者負担云々ではなく、非課税者に税同様の措置を講じ

るように仕組みを構築することは、介護保険でも同様と存じます。別の手だてとしまし

ては、保険料の所得段階の累進性をより拡大するべく、所得段階の多段階化に踏み切る

ことも可能と心得ます。既に多段階化は少なくない市町村で実施されている取組であり

まして、実施自治体の工夫が示されている問題です。町長は、国基準に準じるとのこと

でありますが、支払い能力に応じた負担はあってしかるべきですし、支払い能力を超え

た負担は、賦課しても払いようがないというのも避けがたい事実であります。

こうした観点から、介護保険でも保険料の抑制策は避けられません。仕組みをよく掌

握し、所得階層の多段階化等の実施も含め、抑制措置を講じることを求め、本条例改定

案につきましても反対をするものであります。

以上、反対は８本で、あとの予算案３本、補正予算案７本、条例制定１本、一部改正

１１本、指定管理者の指定１本、町道認定１本、規約変更１本の都合２５本の各議案に

つきましては、いずれも賛成するものでありますが、このうち、議案第２３号の国保税

条例の一部改正について申し上げておきます。

本条例の改定は、地方税法の改正に伴うもののほか、国保の県単一化に向けて条例の

減免規定を統一するための改正となっています。このことで、従前の本町の規定が一部
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緩和されることとなりますが、県で国保が一本化されても、課税権限者はそれぞれ市町

村長ということでありまして、それぞれの条例で根拠を置くことは引き継がれることと

なります。つまり、権限は備えながらも、中身は自由に決めにくくなる側面が今後生じ

てくることとならざるを得ません。この点、それぞれの違いのある取組の整合性を図る

べく、すり合わせることとなりましょうが、その折には、先進事例で調整し、本町とし

ては、メリットがデメリットをより上回る方向で措置されんことを申し添えるものであ

ります。

以上、討論を終わります。

議 長（福西広理君） ほかに討論ございませんか。

４番 堀議員。

４番議員（堀 格君） ４番 堀でございます。議案第３号、令和３年度の一般会計予算か

ら最後の議案第３５号まで３３本のうち、議案第１９号と２０号、新しく駅前に開設さ

れます駐車場と自転車の駐輪場、これの料金の設定に関しましては後ほど修正案が提出

されますが、修正案のほうが分かりやすいかなということで、この２本につきましては

反対の立場でありますが、その他の議案につきましては賛成の立場から、簡単に賛成討

論をしたいと思います。

先ほど反対討論の中で、コロナの経済対応に関しまして、令和３年度の一般会計につ

いていろいろ意見がありましたけれども、コロナの経済対応は、基本的には日本全体の

問題でありますから、国において対応するのが基本であるというふうに考えております。

その中で、来年度の一般会計予算におきまして、１人当たり３,０００円の地域振興券の

発行に踏み切ったという点は、非常にいい案ではないかと思っております。

さらに、先ほど災害対応でいろんな意見がありましたけれども、これにつきましては、

町内で災害対応についていろいろ検討していただいて、具体的な案が出た段階で予算申

請していただければいいんじゃないかと思っております。

それから、子育て世帯でいろいろ意見がありました。多分医療費の現物給付の話だと

理解しておりますが、この問題は誰しもが希望するところでありますけれども、基本的

には、やはりこれの対応は川西町単体でやる問題でなくて、県が一体となって、県で対

応すべきものというふうに考えておりまして、とりあえずは原案でいいんじゃないかと

思っております。

それから、健康保険、介護保険等につきまして議論がありましたけれども、これは保

険料の負担の在り方、受益と負担という問題でありますが、これにつきましては、ある

観点から考えるんじゃなくて、多角的に検討した、国会において決められた施策の在り

方に沿って対応するのが一番順当であるというふうに考えております。したがって、原

案に賛成するものであります。

水道事業について反対がありましたけれども、水道事業は、基本的には独立会計でや

るべきものというのが国の方針でもあります。やはりその線に沿って、よほどのことが

ない限り一般会計から繰り出すということのないように頑張っていただきたいというこ

とであります。
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なお、後ほど駅前広場での駐輪場の問題で修正案が出されますが、約１年後に奈良交

通がちょっと移動したところで新しく駐輪場を開設し、それが機械化されるという話を

聞いております。それによりまして奈良交通がどういう対応をするかというところに若

干不透明なものはありますが、とりあえず制定に当たりましては、現在の民営でやって

いるところに合わせる格好で、修正案のほうがいいんじゃないかという意味で、原案に

反対するということであります。

以上で賛成討論を終わります。ありがとうございました。

議 長（福西広理君） ほかに討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） ほかに討論がないようですので、これをもって討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第３号、令和３年度川西町一般会計予算についてを採決します。

この採決は、挙手により行います。

本案に対する総務建設経済委員長、厚生委員長の報告は、いずれも可決するものです。

議案第３号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員は、挙手願い

ます。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成多数であります。よって、議案第３号は、委員長の報告のと

おり可決されました。

次に、議案第４号、令和３年度川西町国民健康保険特別会計予算についてを採決しま

す。

この採決は、挙手により行います。

本案に対する厚生委員長の報告は、可決するものです。

議案第４号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員は、挙手願い

ます。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成多数であります。よって、議案第４号は、委員長の報告のと

おり可決されました。

次に、議案第５号、令和３年度川西町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決し

ます。

この採決は、挙手により行います。

本案に対する厚生委員長の報告は、可決するものです。

議案第５号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員は、挙手願い

ます。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成多数であります。よって、議案第５号は、委員長の報告のと

おり可決されました。

次に、議案第６号、令和３年度川西町介護保険事業勘定特別会計予算についてを採決
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します。

この採決は、挙手により行います。

本案に対する厚生委員長の報告は、可決するものです。

議案第６号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員は、挙手願い

ます。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成多数であります。よって、議案第６号は、委員長の報告のと

おり可決されました。

次に、議案第７号、令和３年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算に

ついて、議案第８号、令和３年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について

の２議案を一括して採決します。

この採決は、挙手により行います。

各案に対する厚生委員長、総務建設経済委員長の報告は、いずれも可決するものです。

議案第７号から議案第８号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議

員は、挙手願います。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成全員であります。よって、議案第７号から議案第８号は、委

員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第９号、令和３年度川西町水道事業会計予算についてを採決します。

この採決は、挙手により行います。

本案に対する総務建設経済委員長の報告は、可決するものです。

議案第９号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員は、挙手願い

ます。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成多数であります。よって、議案第９号は、委員長の報告のと

おり可決されました。

次に、議案第１０号、令和３年度川西町下水道事業会計予算について、議案第１１号、

令和２年度川西町一般会計補正予算について、議案第１２号、令和２年度川西町国民健

康保険特別会計補正予算について、議案第１３号、令和２年度川西町後期高齢者医療特

別会計補正予算について、議案第１４号、令和２年度川西町介護保険事業勘定特別会計

補正予算について、議案第１５号、令和２年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計

補正予算について、議案第１６号、令和２年度川西町水道事業会計補正予算について、

議案第１７号、令和２年度川西町下水道事業会計補正予算についての８議案を一括して

採決します。

この採決は、挙手により行います。

各案に対する総務建設経済委員長、厚生委員長の報告は、いずれも可決するものです。

議案第１０号から議案第１７号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成

の議員は、挙手願います。
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（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成全員であります。よって、議案第１０号から議案第１７号は、

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第１８号、川西町被災者住宅再建支援条例の制定についてを採決します。

この採決は、挙手により行います。

本案に対する総務建設経済委員長の報告は、可決するものです。

議案第１８号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員は、挙手願

います。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成全員であります。よって、議案第１８号は、委員長の報告の

とおり可決されました。

次に、議案第１９号、川西町道路附属物自動車駐車場に関する条例の制定についてに

対し、１２番 芝 和也議員ほか３名から修正の動議が提出されましたので、これを本案

と併せて議題とします。

修正案は、お手元に配付しておりますので、御了承願います。

提出者に提案理由の説明を求めます。

１２番 芝 和也議員。

12番議員（芝 和也君） １２番 芝 和也です。福山臣尾議員、中嶋正澄議員、伊藤彰夫議

員の４名で動議を提出をいたしました。代表いたしまして提案説明を行います。

議案第１９号、川西町道路附属物自動車駐車場に関する条例の制定についてでありま

すが、同条例の第４条の駐車場利用者の料金納付に関することで、駐車場の料金カウン

トの区分を１種類に統一しようとするものであります。

変更点は、第４条の別表でありますが、原案では、１時間を超え２時間まで２００円

という区分がございますが、これを削除し、続く原案「２時間を超えるとき、３０分ご

とに１００円」となっているのを「１時間を超えるとき、３０分ごとに１００円」とい

うふうに改めようとするものであります。このことで、１時間の無料時間が経過します

と、料金カウントは一律に３０分１００円でカウントされていきまして、上限は１,００

０円、２４時間を超えると、また新たに３０分１００円でカウントされ、その日の上限

も１,０００円ということで、あとは原案と同様であります。

以上、よろしくお願いいたします。

議 長（福西広理君） 修正案に対する説明が終わりました。

これより、この修正案に対する質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に入りま

す。討論は、ただいまの修正案及び原案を含めましてお願いいたします。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）
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議 長（福西広理君） 討論がないようですので、これをもって討論を終わります。

これより、議案第１９号、川西町道路附属物自動車駐車場に関する条例の制定につい

ての採決に入ります。

本案に対する総務建設経済委員長の報告は、修正です。

まず、本案に対する芝 和也議員ほか３人から提出された修正案について、挙手により

採決いたします。

本修正案に賛成の議員は、挙手願います。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成全員であります。よって、修正案は可決されました。

お諮りいたします。

修正案が可決されましたので、原案の採決を省略することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認めます。よって、議案第１９号は、修正議決のとお

り可決されました。

次に、議案第２０号、川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例の制定についてに

対し、３番 福山臣尾議員ほか１名から修正の動議が提出されましたので、これを本案と

併せて議題とします。

修正案は、お手元に配付しておりますので、御了承願います。

提出者に提案理由の説明を求めます。

３番 福山臣尾議員。

３番議員（福山臣尾君） ただいま、議案第２０号、川西町道路附属物自転車駐車場に関す

る条例の制定についてに対する修正案を、芝議員とともに修正動議を提出させていただ

きます。代表して私・福山が説明させていただきます。

この駐輪場を設置する目的は、駅前公園を利用する者及び結崎駅を利用する者を対象

として設置されると思いますが、公園利用者への措置として、１時間以内は無料、１時

間以上利用する者、結崎駅を利用する者、または放置自転車をなくすための目的で料金

設定を行ったのではないかと思いますが、本町の駐車場条例と近隣の駐車場の料金設定

方法において異なる部分があるため、条例の一部を修正するものであります。

本町の条例は、駐車から１時間以内は無料、これは公園利用者のための措置であるよ

うに思います。駐車から２４時間までを１回とカウントし、近隣の駐輪場の場合は、始

発から終電までを１日１回と計算されます。例えば本町の場合、午前３時に駐車し、翌

日の午前３時までに出庫した場合は、２４時間までということで１回の料金となり、駐

車料金は、自転車の場合１５０円、ミニバイクの場合３００円となります。また、近隣

の駐輪場で同じ条件で精算した場合は、日をまたぐということになり、２日分、２回の

扱いとなりますので、Ｎ駐車場─これは奈良交通ですけれども─の場合は、自転車が

３００円、ミニバイクが５２０円、もう１件、森田駐輪場の場合は、自転車は２８０円、

ミニバイクが５００円となり、本町運営の駐輪場のほうが安価となり、近隣の業者の料

金が高価となります。
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このことから、民業圧迫となるのではないかと考えられます。また、公園利用者が日

をまたいで駐車することも考えられませんし、結崎駅を利用する人から駐車料金を徴収

するという点からも、今回の条例の料金部分の考え方の一部を次のとおり修正したいと

思います。

「２４時間ごとに」をなくし、「駐車した日の翌日午前１時を超えたときにあっては、

新たに１日分の駐車料金を加算し、以降、２４時間が経過するごとに繰り返し適用す

る」に修正するものであります。午前１時とした訳は、橿原神宮前行きの最終電車の結

崎着が午前０時３分となるため、若干の余裕の時間を設けたため、午前１時としました。

皆様、この案でよろしくお願いいたします。

議 長（福西広理君） 修正案に対する説明が終わりました。

これより、この修正案に対する質疑を行います。

質疑ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に入りま

す。討論は、ただいまの修正案及び原案を含めましてお願いいたします。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 討論がないようですので、これを持って討論を終わります。

これより、議案第２０号、川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例の制定につい

ての採決に入ります。

本案に対する総務建設経済委員長の報告は、否決です。

まず、本案に対する福山臣尾議員ほか１人から提出された修正案について、挙手によ

り採決いたします。

本修正案に賛成の議員は、挙手願います。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成多数であります。よって、修正案は可決されました。

お諮りいたします。

修正案が可決されましたので、原案の採決を省略することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認めます。よって、議案第２０号は、修正議決のとお

り可決されました。

次に、議案第２１号、固定資産評価審査委員会条例及び職員の服務の宣誓に関する条

例の一部改正について、議案第２２号、川西町附属機関設置条例の一部改正について、

議案第２３号、川西町国民健康保険税条例の一部改正について、議案第２４号、川西町

特別会計条例の一部改正について、議案第２５号、川西町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第２６号、川西町放課

後児童健全育成施設設置条例の一部改正について、議案第２７号、川西町国民健康保険

条例の一部改正についての７議案を一括して採決いたします。
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この採決は、挙手により行います。

各案に対する総務建設経済委員長、厚生委員長の報告は、いずれも可決するものです。

議案第２１号から議案第２７号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成

の議員は、挙手願います。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成全員であります。よって、議案第２１号から議案第２７号は、

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第２８号、川西町介護保険条例の一部改正についてを採決します。

この採決は、挙手により行います。

本案に対する厚生委員長の報告は、可決するものです。

議案第２８号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成の議員は、挙手願

います。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成多数であります。よって、議案第２８号は、委員長の報告の

とおり可決されました。

次に、議案第２９号、川西町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て、議案第３０号、川西町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第３１号、

川西町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について、議案第３２号、川西町指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての４議案を一括して採

決いたします。

この採決は、挙手により行います。

各案に対する厚生委員長の報告は、いずれも可決するものです。

議案第２９号から議案第３２号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成

の議員は、挙手願います。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成全員であります。よって、議案第２９号から議案第３２号は、

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第３３号、川西町体育施設の指定管理者の指定について、議案第３４号、

川西町道路線の認定について、議案第３５号、奈良県市町村総合事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更についての３議案を一

括して採決いたします。

この採決は、挙手により行います。

各案に対する総務建設経済委員長の報告は、いずれも可決するものです。
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議案第３３号から議案第３５号について、委員長の報告のとおり可決することに賛成

の議員は、挙手願います。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成全員であります。よって、議案第３３号から議案第３５号は、

委員長の報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。

会議規則第２２条の規定により、発議第１号、川西町議会委員会条例の一部改正につ

いてが提出されましたので、日程に追加し、議題にしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認めます。よって、発議第１号を日程に追加し、日

程第２として議題とすることに決定いたしました。

日程第２、発議第１号、川西町議会委員会条例の一部改正についてを議題といたしま

す。

提案者の説明を求めます。

１０番 寺澤秀和議員。

10番議員（寺澤秀和君） それでは、川西町議会委員会条例の一部改正についての提案理由

を御説明させていただきます。

子どもたちを取り巻く環境は様々な問題を抱えており、それらに対する施策等につい

て、これまで議論等を重ねてまいりました。しかし、複雑化する事案において、本町の

現行の委員会構成は、総務建設経済委員会では学校教育部門、厚生委員会では児童福祉

部門と分かれていることから、子育て等に関する問題・施策等に対する議論や意見等の

集約にそごが生じることがあります。

そこで、円滑な委員会運営を図るに当たり、包括的・総合的な体制を整え、諸問題に

取り組むため、各常任委員会と所管変更について協議を行い、総務建設経済委員会委員

長及び厚生委員会副委員長の賛同を得たので、本件の上程に至りました。

改正内容は、教育委員会に属する事項を総務建設経済委員会から厚生委員会へ移行す

ること、厚生委員会の名称を「厚生文教委員会」に改めることとしております。

議員各位におかれましては、御賛同賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由

の説明とさせていただきます。

議 長（福西広理君） 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に入りま

す。

討論ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決いたしま
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す。

この採決は、挙手により行います。

発議第１号について、原案のとおり決定することに賛成の議員は、挙手願います。

（挙手する者あり）

議 長（福西広理君） 賛成全員であります。よって、発議第１号は、原案のとおり可決

されました。

以上をもちまして、本定例会に付議されました議案については全て議了いたしました。

お諮りいたします。

総務建設経済委員会、厚生委員会及び議会運営委員会並びに駅周辺整備特別委員会、

工業ゾーン創出特別委員会所管に係る議会閉会中の審査事件につきましては、地方自治

法の規定に基づき、議会閉会中においても継続して調査並びに審査したいと思いますが、

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

議 長（福西広理君） 異議なしと認め、閉会中においても常任委員会及び特別委員会を

開催できることに決しました。

以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了いたしました。

議員各位には、何かとお忙しい折にもかかわらず、本定例会に提案されました諸議案

につきまして慎重に御審議賜り、かつ、議会運営に御理解のある御協力をいただきまし

たことに対し、議長として厚く御礼申し上げる次第でございます。

理事者におかれましては、今後も引き続き厳しい財政環境が予想されるため、予算の

執行に当たっては、経済性、効率性及び有効性に配慮しつつ、厳正な執行を望むもので

あります。また、議員各位から出されました御意見なり要望を十分に尊重していただき、

今後の町政に一層の御努力を賜りたいと存ずる次第でございます。

閉会に当たり、町長より閉会の挨拶をお願いいたします。

竹村町長。

町 長（竹村匡正君） 令和３年川西町議会第１回定例会の閉会に当たり、一言御礼を申

し上げます。

本議会に提出いたしました各議案につきまして、慎重に御審議を賜り、全議案につき

まして、一部修正もございましたが、議決いただきましたことに厚く御礼申し上げます。

審議を通じ議員各位から賜りました御意見、御指摘、御要望を真摯に受け止めまして、

今後の町政に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員各位におかれましては、

より一層の御指導、御協力を賜りますことをお願い申し上げます。

本議会の冒頭でも申し上げましたが、新型コロナウイルスについて、首都圏にて発令

されている緊急事態宣言も２１日で解除されるとのことですが、年度末を控え、人の往

来が増える時期であること、かつ、変異型のウイルスの流行も懸念されることから、本

町では引き続き警戒を続けていくことが必要と考えております。

一方で、ワクチン接種も、少人数ではございますが、来月より始まることから、住民

の皆様の円滑な接種に向け、議員各位の御理解、御協力をよろしくお願い申し上げます。
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以上、閉会に当たっての御礼の挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。

議 長（福西広理君） これをもちまして、令和３年川西町議会第１回定例会を閉会いた

します。

ありがとうございました。

（午後３時１０分 閉会）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。

令和３年３月１９日

川西町議会

議 長

署名議員

署名議員
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（議決の結果）

議案番号 件 名 議決月日 審議結果

議案第 3 号 令和 3 年度川西町一般会計予算について 3 月 19 日 原案可決

議案第 4 号 令和 3 年度川西町国民健康保険特別会計予算について 3 月 19 日 原案可決

議案第 5 号
令和 3 年度川西町後期高齢者医療保険特別会計予算に

ついて
3 月 19 日 原案可決

議案第 6 号
令和 3 年度川西町介護保険事業勘定特別会計予算につ

いて
3 月 19 日 原案可決

議案第 7 号
令和 3 年度川西町介護保険介護サービス事業勘定特別

会計予算について
3 月 19 日 原案可決

議案第 8 号
令和 3 年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計予

算について
3 月 19 日 原案可決

議案第 9 号 令和 3 年度川西町水道事業会計予算について 3 月 19 日 原案可決

議案第 10 号 令和 3 年度川西町下水道事業会計予算について 3 月 19 日 原案可決

議案第 11 号 令和 2 年度川西町一般会計補正予算について 3 月 19 日 原案可決

議案第 12 号
令和 2 年度川西町国民健康保険特別会計補正予算につ

いて
3 月 19 日 原案可決

議案第 13 号
令和 2 年度川西町後期高齢者医療保険特別会計補正予

算について
3 月 19 日 原案可決

議案第 14 号
令和 2 年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算

について
3 月 19 日 原案可決

議案第 15 号
令和 2 年度川西町住宅新築資金等貸付事業特別会計補

正予算について
3 月 19 日 原案可決

議案第 16 号 令和 2 年度川西町水道事業会計補正予算について 3 月 19 日 原案可決

議案第 17 号 令和 2 年度川西町下水道事業会計補正予算について 3 月 19 日 原案可決

議案第 18 号 川西町被災者住宅再建支援条例の制定について 3 月 19 日 原案可決

議案第 19 号
川西町道路附属物自動車駐車場に関する条例の制定に

ついて
3 月 19 日 修正可決

議案第 20 号
川西町道路附属物自転車駐車場に関する条例の制定に

ついて
3 月 19 日 修正可決

議案第 21 号
固定資産評価審査委員会条例及び職員の服務の宣誓に

関する条例の一部改正について
3 月 19 日 原案可決
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議案番号 件 名 議決月日 審議結果

議案第 22 号 川西町附属機関設置条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決

議案第 23 号 川西町国民健康保険税条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決

議案第 24 号 川西町特別会計条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決

議案第 25 号
川西町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正について
3 月 19 日 原案可決

議案第 26 号
川西町放課後児童健全育成施設設置条例の一部改正に

ついて
3 月 19 日 原案可決

議案第 27 号 川西町国民健康保険条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決

議案第 28 号 川西町介護保険条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決

議案第 29 号

川西町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事

項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正について

3 月 19 日 原案可決

議案第 30 号

川西町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事

項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて

3 月 19 日 原案可決

議案第 31 号
川西町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
3 月 19 日 原案可決

議案第 32 号

川西町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例の一部改正について

3 月 19 日 原案可決

議案第 33 号 川西町体育施設の指定管理者の指定について 3 月 19 日 原案可決

議案第 34 号 川西町道路線の認定について 3 月 19 日 原案可決

議案第 35 号

奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の減少及び奈良県市町村総合事務組合規約の変更に

ついて

3 月 19 日 原案可決

諮問第 1 号 人権擁護委員候補者の推薦について 3 月 8 日 原案推薦

諮問第 2 号 人権擁護委員候補者の推薦について 3 月 8 日 原案推薦

発議第 1 号 川西町議会委員会条例の一部改正について 3 月 19 日 原案可決
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